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総 務 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２７年１０月１６日（金）午前９時５９分 開会 

                午後３時１６分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 
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  委 員 長 三好義治 副委員長 山崎雅数 委  員 福住礼子 

  委  員 渡辺慎吾 委  員 野口 博 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正 

市長公室長 乾 富治  同室次長 山口 猛 

同室参事兼人事課長 大橋徹之  同室参事兼秘書課長 門川好博 

広報課長 荒井陽子  政策推進課長 川西浩司  同課参事 上田和生 

人権女性政策課長 船寺順治  

総務部長 杉本正彦   同部次長兼市民税課長 和田 元 

同部参事兼市史編さん室長 東角泰典  総務課長 松方和彦 

防災管財課長 西川 聡  財政課長 石原幸一郎  情報政策課長 槙納 縁 

同課参事 妹尾紀子  固定資産税課長 中西利之  納税課長 岩見賢一郎 

工事検査室長 宮木茂実  会計管理者兼会計室長 牛渡長子   

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 井口久和 

同局次長 山下 聡 

消防長 樋上繁昭  消防本部次長兼消防署長 明原 修 

同部参事兼総務課長 橋本雅昭  予防課長 松田俊也   

警備課長 木下正雄  同課参事 幸田英基  警防第１課長 納家浩二  

同課参事 林 州次  警防第２課長 萩原秀夫 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局総括主査 田村信也 
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１．審査案件 

  認定第１号 平成２６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第４号 平成２６年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務常

任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 朝晩めっきり冷え込みが厳しくなって

まいりましたが、そんな中、本日は総務常

任委員会をお持ちいただきまして、大変あ

りがとうございます。 

 本日は、平成２６年度の決算についてご

審査をいただくわけですけれども、何とぞ

慎重審査の上、ご認定いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 後になりましたけれども、このたびの役

選で正副委員長様にはご苦労さまでござ

います。おめでとうございます。どうぞ１

年間よろしくお願いいたします。 

 一旦退席いたしますが、どうぞ最後まで

よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、福住委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、まず最初に

認定第１号所管分の審査を行い、次に認定

第４号の審査を行うことに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 杉本総務部長。 

○杉本総務部長 認定第１号、平成２６年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、総

務部等に係る部分につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。 

 まず歳入ですが、２６ページ、款１市税、

項１市民税、目１個人は、前年度に比べ０．

５％、２，２５７万７１４円の増額となっ

ています。 

 目２法人は、前年度に比べ２９．５％、

４億９，４３８万６，８２０円の増額とな

っています。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ０．２％、２，０２６万５，１

６０円の増額となっています。 

 項３軽自動車税、目１軽自動車税は、前

年度に比べ３．１％、２６２万８，５１５

円の増額となっています。 

 項４市たばこ税、目１市たばこ税は、前

年度に比べ５３．５％、８億８，１１７万

４，９８３円の減額となっています。 

 項５都市計画税、目１都市計画税は、前

年度に比べ０．３％、４９８万７，６３２

円の増額となっています。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ５．

９％、２７０万円の減額となっています。 

 項２自動車重量譲与税、目１自動車重量

譲与税は、前年度に比べ３．１％、３２６

万８，０００円の減額となっています。 

 ２８ページ、款３利子割交付金、項１利

子割交付金、目１利子割交付金は、前年度

に比べ２．３％、１０１万６，０００円の

減額となっています。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ８１．

５％、５，２７０万６，０００円の増額と

なっています。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式
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等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べ３７．７％、３，

７４８万６，０００円の減額となっていま

す。 

 款６地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ１９．４％、１億８，４９４万６，

０００円の増額となっています。 

 款７ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ５．２％８万１，１８

８円の増額となっています。 

 款８自動車取得税交付金、項１自動車取

得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

前年度に比べ５２．１％、３，８４４万２，

０００円の減額となっています。 

 款９地方特例交付金、項１地方特例交付

金、目１地方特例交付金は、前年度に比べ

１２．４％、１，０８１万３，０００円の

減額となっています。 

 款１０地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ０．２％、

１１８万８，０００円の増額となっていま

す。これは２億１，０３１万円の特別交付

税に加え、２億９，６８３万７，０００円

の普通交付税の交付を受けたためです。 

 ３０ページ、款１１交通安全対策特別交

付金、項１交通安全対策特別交付金、目１

交通安全対策特別交付金は、前年度に比べ

１２．７％、１８８万５，０００円の減額

となっています。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目１総務使用料は、庁舎施設等使用料です。 

 ３２ページ、目５土木使用料は、市営住

宅使用料及び市営住宅用地使用料です。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料は、税務諸証明手数料及び税務督促手数

料です。 

 ３６ページ、目４土木手数料は、公共用

地境界明示手数料及び自動車保管場所使

用承諾証明手数料です。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金は、番号

制度システム整備補助金及び地域住民生

活等緊急支援交付金です。 

 ４０ページ、目４土木費国庫補助金は、

社会資本整備総合交付金です。 

 項３委託金、目１総務費委託金は、基幹

統計調査委託金及び統計調査員確保対策

事業委託金です。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金は、総合相談事

業交付金、緊急雇用創出基金事業補助金及

び大阪府市町村振興補助金です。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、府税徴収事務委託金です。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入は、土地貸付

収入です。 

 目２利子及び配当金は、各種基金利子で

す。 

 項２財産売払収入、目１不動産売払収入

は、土地売払収入です。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金です。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項１特別会

計繰入金、目１財産区財産特別会計繰入金

は、市場池の貸付収入の一部を一般会計に

繰り入れしています。 

 款１９諸収入、項１延滞金加算金及び過

料、目１延滞金は、市税延滞金です。 

 項２市預金利子、目１市預金利子は、歳

計現金に係る預金利子です。 

 ５４ページ、項３貸付金元利収入、目３

家屋被害復旧資金貸付金元金収入は、家屋

被害復旧資金貸付金償還金です。 
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 項４雑入、目１滞納処分費は、不動産公

売に伴う鑑定費用です。 

 目２雑入の主なものは、市町村振興協会

交付金や水道事業会計からの収入などで

す。 

 次に６４ページ、款２０市債、項１市債、

目１総務債で、コンピュータシステム新規

構築事業債。目２民生債で、民間保育所施

設整備補助事業債及び子育て総合支援セ

ンター遊戯室耐震補強等事業債。目３商工

債で、南千里丘モデルルーム跡整備事業債。

目４土木債で、吹田操車場跡地まちづくり

事業債、新在家鳥飼上線道路整備事業債及

びＪＲ千里丘駅エレベーター設置事業債。

目５消防債で、消防通信指令室等改修事業

債及び情報収集伝達体制整備事業債。目６

教育債で、小学校耐震補強等事業債、中学

校給食配膳室設置事業債及び中学校耐震

補強等事業債。目７臨時財政対策債で、普

通交付税で基準財政需要額に参入された

もの及び借換債を、それぞれ記載しており

ます。 

 款２１繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は、７億５，１１１万７，５４９円であり、

その内訳は繰越事業充当財源が６，４６８

万２００円。平成２５年度決算余剰金が６

億８，６４３万７，３４９円となっていま

す。 

 続いて歳出ですが、７０ページからの、

款２総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費の主なものは、節１報酬のうち、市史

編さん室分は、市史編さん事業に係る嘱託

員報酬及び委員報酬です。 

 節７賃金は、市史編さん室の非常勤職員

等賃金、財政課の臨時職員賃金及び工事検

査指導嘱託員賃金です。 

 ７２ページ、節１１需用費、１消耗品費

総務課分は、印刷用紙などです。 

 ７４ページ、節１２役務費のうち、通信

運搬費、市史編さん室分は摂津市市史編さ

ん事業に係る電話料金です。 

 節１３委託料は、市例規集委託料など、 

 節１４使用料及び賃借料は、パソコン等

借上料などを執行しています。 

 ７６ページ、節１８備品購入費総務課分

は、庁内印刷事業に係る庁用器具費です。 

 節２８繰出金は、財政課の児童手当に係

る水道事業会計繰出金です。 

 目２文書広報費の主なものは、節１２役

務費で、市全体の郵送料などです。 

 ７８ページ、目３会計管理費は、会計室

の出納事務に係る経費です。 

 目４財産管理費は、庁舎や市有財産など

の維持管理経費を執行しています。 

 ８２ページ、目９電子計算費は、住民情

報システムなどに係る経費を執行してい

ます。 

 ９０ページ、目１６財政調整基金費、目

１７公共施設整備基金費、目１８減債基金

費及び、目１９土地開発基金費の各基金費

は、剰余金、利子等をそれぞれの基金に積

み立てたものです。 

 項２徴税費は、目１税務総務費から、９

２ページの、目２賦課徴収費で、税務事務

に係る経費を執行しています。 

 １００ページ、項５統計調査費は、目１

統計調査総務費は、目２基幹統計調査費で、

統計に係る一般事務経費や各種統計調査

などの統計法に基づき実施した基幹統計

調査に係る経費を執行しています。 

 次に１６４ページ、款７土木費、項５住

宅費、目１住宅管理費では、市営住宅管理

運営経費を執行しています。 

 次に、１７２ページ、款８消防費、項１

消防費、目４災害対策費では、防災対策に

係る経費を執行しています。 
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 次に、２０８ページ、款１０公債費、項

１公債費、目１元金は、前年度に比べ１２

億３，５２０万９，９１９円の増額となっ

ています。 

 目２利子では、前年度に比べ６，７８２

万７，３８２円の減額となっています。 

 次に、２１０ページ、款１２予備費、項

１予備費、目１予備費は、８６１万４，４

１２円を充当しています。その内容は、款

２総務費、項３戸籍住民基本台帳費、目１

戸籍住民基本台帳費で、弁護士費用等の訴

訟委託料に１５１万８，５９７円。款３民

生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務

費で、弁護士費用等の訴訟委託料に１０万

８，０００円。款４衛生費、項１保健衛生

費、目１保健衛生総務費で、弁護士費用等

の訴訟委託料に１６６万５，１６８円。款

７土木費、項３水路費、目１排水路費で、

水路管理瑕疵による損害賠償金に２０万

６４４円。款８消防費、項１消防費、目２

非常備消防費で、消防団員に対する退職報

償金に２５２万６，９９４円。目４災害対

策費で、防災活動増加による時間外勤務手

当てに、２５９万５，００９円を充当して

います。 

 以上、平成２６年度摂津市一般会計決算

の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 それでは、平成２６年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、市長

公室に係る部分につきまして、目を追って

主なものについて、補足説明をさせていた

だきます。 

 まず歳入でございますが、一般会計歳入

歳出決算書３８ページ、款１４国庫支出金、

項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金、

社会福祉費補助金は、平成２６年４月から

の消費税率の引き上げに伴い、低所得者や

子育て世帯に配慮して実施された、臨時福

祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金

の事務執行経費と、給付金相当額に係る補

助金でございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金、総合相談事業

交付金のうち１９万８，０００円は、人権

相談事業等に係る補助金でございます。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金、人権啓発活動委託金は人権啓発活動

事業全般に係る事業委託金でございます。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入、雑収入は、秘書課分の広報紙広

告掲載料、ホームページ広告掲載料は、市

広報紙及びホームページに広告を掲載い

たしました収入でございます。人事課分と

して退職手当水道事業会計負担金は、退職

手当の支給に係り水道事業会計に属した

ことのある職員について、その在職期間分

を勤続年数で案分し、水道事業会計の負担

としたものでございます。派遣職員給与費、

給与等負担金は岩手県釜石市、大阪府後期

高齢者広域連合及び大阪府市町村振興協

会への派遣職員に係る給与等負担金でご

ざいます。臨時非常勤職員等雇用保険個人

掛金は、事務処理上市が一括して保険料を

支払うことに伴い、対象者から個別に徴収

いたしました掛け金を収入したものでご

ざいます。互助会補給金返還金は、大阪高

等裁判所において簡易配当の許可がなさ

れたことから、補給金における配当を返還

金として収入したものでございます。 

 次に、歳出でございますが、一般会計全

体に係ります人件費関係の決算につきま

しては、決算概要２４ページの、給与費決

算額調書に記載いたしております。 

 平成２６年度に支出いたしました、給与

費の総額は５３億４，３３２万２，２０６
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円で、前年度に比べ１．２％、６，４７４

万７，０６９円の減少となっております。 

 給与費の内訳といたしましては、報酬で

２億９，９０９万７，１２６円、給料で２

１億８，８６８万５，２９６円、職員手当

等で２０億２，４６７万１，７１９円、共

済費で８億３，０８６万８，０６５円の執

行となっております。そのうち、報酬では

前年度に比べ２．８％、８０３万８，１４

４円の増加となっており、これは人事課一

般事務事業における嘱託員報酬が増額に

なったことが主な要因でございます。 

 給与では前年度に比べ０．１％、２４９

万９，１８４円の減少となっており、これ

は平成２６年人事院勧告による平均０．３

８％の給料改定を行った一方で、採用抑制

等による職員数の減が主な要因でござい

ます。 

 なお、給料表改定による影響額は８３６

万８，７３２円の増額でございます。職員

手当等では、前年度に比べ３．３％６，８

４９万７，４６４円の減少となっており、

これは平成２６年人事院勧告により、勤勉

手当の支給月数が０．１５月分増加した一

方で、退職手当が５億６５９万４，２５９

円の執行で前年度に比べ１４．６％、８，

６７９万４，５６５円の減少となったこと

が主な要因でございます。 

 なお、平成２６年度の退職手当支給者は

一般職２４名で、前年度に比べ４名の減少

となっております。また、任期満了となっ

た副市長及び教育長にもそれぞれ支給を

いたしております。共済費では前年度に比

べ０．２％、１７８万８，５６５円の減少

となっております。 

 次に、人件費以外の主な内容を一般会計

歳入歳出決算書によりご説明申し上げま

す。 

 まず、決算書７２ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費、報償費

では、人事課分として職員研修の講師費用

を支出したものでございます。 

 同じく７２ページ、需用費及び、７４ペ

ージ、役務費につきましては、市長公室全

般にかかります、業務執行上の必要経費を

支出したものであり、いずれも必要性を十

分精査し執行したところでございます。 

 同じく７４ページ、委託料につきまして

は、秘書課分として秘書派遣料を、人事課

分として職員採用試験、係長級昇任試験の

試験問題作成等委託料、職員の健康管理に

係る職員健康診断委託料、人材育成のため

に実施している管理職養成等研修委託料

などを執行したものでございます。 

 ７６ページ、負担金、補助及び交付金の

主なものといたしましては、人事課に係り

ます職員厚生会補助金や職員自主研究グ

ループ補助金、専門能力開発向上事業に係

る各種職員研修負担金、秘書課に係ります

各市長会負担金でございます。 

 同じく７６ページ、目２文書広報費では、

秘書課分の主なものといたしまして、広報

せっつの発行及び配布等に係る費用のほ

か、ホームページ保守管理経費などを執行

したものでございます。 

 ８０ページから８２ページ、目５企画費

につきましては、政策推進課の事務執行に

係る経費で、その主なものといたしまして、

旧味舌・三宅小学校跡地調査業務委託料等

を執行したものでございます。なお、繰越

明許費は、第４次総合計画中間評価及び、

地方版総合戦略の策定に係る各種経費で

ございます。 

 次に８４ページ、目１１女性政策費につ

きましては、男女共同参画計画推進のため、

市民に参画いただいております、男女共同
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参画推進審議会等に係る経費、男女共同参

画社会を目指すための啓発紙の発行等に

要した経費でございます。また、目１２男

女共同参画センター費につきましては、摂

津市立男女共同参画センターウィズせっ

つにおける相談事業や、講座開催、ウィズ

せっつカレッジの開催等に係る経費でご

ざいます。 

 ８８ページ、目１５諸費は、人権啓発等

に係る経費でございます。そのうち主なも

のといたしましては、委託料で平和のつど

い委託料、９０ページ、負担金、補助及び

交付金で、摂津市人権協会補助金、大阪府

人権啓発・人材養成分担事業分担金などを

執行いたしております。 

 １１６ページ、款３民生費、項１社会福

祉費、目８臨時福祉給付金給付事業費は、

給付事務に従事する職員の人件費のほか、

システム構築等委託料、臨時福祉給付金封

入封緘作業及び窓口業務等委託料などを

執行いたしております。 

 目９子育て世帯臨時特例給付金給付事

業費は、臨時福祉給付金給付事業費と同様

の経費を執行したものでございます。 

 最後に２２２ページ、（４）出資による

権利でございますが、一般財団法人アジ

ア・太平洋人権情報センターにおいて、各

団体からの出捐金により構成される基本

財産の一部が取り崩されたため、本市の権

利につきましても当該出捐割合に応じ、８

万９，３８５円が減少し、年度末残高が１

０７万１，２６６円となったものでござい

ます。 

 以上、市長公室の所管いたします、決算

内容の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 樋上消防長。 

○樋上消防長 認定第１号平成２６年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、消防

本部の所管事項につきまして、目を追って

主なものについて説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３６

ページをごらんください。款１３使用料及

び手数料、項２手数料、目５消防手数料は、

危険物設置許可等及び検査手数料、り災等

の証明書発行に伴う手数料、保安三法設置

許可等及び検査手数料でございます。 

 ４０ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目５消防費国庫補助金は、緊急

消防援助隊設備整備費補助金でございま

す。 

 ４８ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金及び権限移譲交付金でご

ざいます。 

 ６０ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入の消防団員退職報償費は、消防団

員の退職報償金、近畿道救急業務実施市町

村交付金は、近畿自動車道の救急出動に係

る交付金、コミュニティ助成金はＣＰＲ訓

練用人形とＡＥＤトレーナー購入に係る

助成金でございます。 

 次に、歳出でございますが、概要につき

ましては決算概要１２６ページから１３

１ページにかけて記載しておりますので、

あわせてご参照願います。 

 決算書１６６ページをごらんください。

款８消防費、項１消防費、目１常備消防費、

節７賃金は、臨時職員１名分の賃金でござ

います。 

 節９旅費は、大阪府立消防学校等の職員

研修派遣に係る普通旅費等でございます。 

 節１１需用費は、消防活動上必要な物品

及び活動服等貸与被服の購入、並びに消防

車両及び消防庁舎の修繕等維持管理経費

でございます。 
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 １６８ページ、節１２役務費は、一般加

入回線、専用回線及び携帯電話等の通信運

搬費並びに消防活動用高圧ガスボンベの

検査手数料等でございます。 

 節１３委託料は、消防庁舎の清掃、消防

庁舎設備の保守管理委託緊急情報システ

ム等保守管理委託、消防庁舎改修実施設計

委託及び職員特別健康診断委託等でござ

います。詳細につきましては、事務報告書

の４０７ページ、４０８ページ、４２０ペ

ージ及び４２９ページに記載しておりま

すので、あわせてご参照願います。 

 次に、節１４使用料及び賃借料は、消防

庁舎の土地借り上げ及び仮眠用寝具借り

上げ等でございます。 

 １７０ページ、節１８備品購入費は、機

械器具費といたしまして、救急自動車購入

に係る経費並びに消防器具費として、空気

呼吸器用高圧空気ボンベ、除染シャワー、

化学防護服及び放射線防護服等の購入に

係る経費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、消防

ヘリコプター運営に係る負担金、消火栓新

設・修理負担金、救急救命士の養成等をは

じめ、職員の教育派遣に係る負担金、救急

安心センターに係る負担金及び共同指令

システム整備実施設計負担金等でござい

ます。 

 次に、目２非常備消防費、節１報酬は、

３４２名の消防団員報酬でございます。 

 節８報償費は、１４名の消防団員退職報

償金等でございます。 

 節９旅費は、延べ９０名分の火災等出動

旅費、訓練、歳末非常警戒及び消防出初め

式等の出動に係る費用弁償でございます。 

 節１１需用費は、消防団員の貸与被服及

び消防団活動用品の購入並びに分団配備

の消防ポンプ自動車７台、小型動力ポンプ

積載車２２台及び小型動力ポンプ２２台

の維持補修等の経費でございます。 

 １７２ページ、節１８備品購入費は、小

型動力ポンプ３台の更新に係る経費でご

ざいます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、消防

団屯所補修等に対する消防施設整備費補

助金及び消防団員等公務災害補償等共済

基金の掛金等でございます。 

 以上、消防本部の所管いたします、決算

内容の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 井口総合行政委員会

事務局長。 

○井口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 認定

第１号、平成２６年度摂津市一般会計歳入

歳出決算のうち、公平委員会、固定資産評

価審査委員会、選挙管理委員会及び監査委

員の事務局が所管いたします項目につき

まして、目を追って補足説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入でございますが、４０ページ、

款１４国庫支出金、項３委託金、目１総務

費委託金の、選挙費委託金は衆議院議員総

選挙委託金及び在外選挙人名簿登録事務

委託金でございます。 

 ４８ページ、款１５府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金の、選挙費委託金は、

府会議員選挙費委託金でございます。 

 次に、歳出でございます。８２ページ、

款２総務費、項１総務管理費、目７公平委

員会費は、委員報酬及び事務的な経費でご

ざいます。同じく、目８固定資産評価審査

委員会費は、委員報酬及び事務的な経費で

ございます。 

 ９６ページ、項４選挙費、目１選挙管理

委員会費は、委員報酬及び事務的な経費で

ございます。 
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 ９８ページ、目２府議会議員選挙費は、

平成２７年４月１２日執行の、大阪府議会

議員選挙に係ります管理執行経費でござ

います。主なものいたしましては、臨時職

員の賃金、入場整理券郵送等の通信運搬費、

ポスター掲示場設営等の委託料などでご

ざいます。 

 同じく、目３農業委員会選挙費は、平成

２６年７月６日執行の摂津市農業委員会

委員一般選挙に係ります管理執行経費で

ございます。主なものといたしましては、

当選証書等の消耗品費でございます。 

 同じく、目４衆議院議員総選挙費は、平

成２６年１２月１４日執行の、第４７回衆

議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査に係ります、管理執行経費でござい

ます。主なものといたしましては、投票立

会人当等の報酬、従事者の人件費、入場整

理券郵送等の通信運搬費、ポスター掲示場

設営撤去等の委託料などでございます。 

最後に１０２ページ、項６監査委員費、目

１監査委員費は、委員報酬及び事務的な経

費でございます。 

 以上、決算の補足説明とさせていただき

ます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 おはようございます。 

 それでは初めての総務常任委員会でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 基本的には決算書を追って質問をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 初めに、款１３使用料及び手数料、項１

使用料、目５土木使用料、その中の公営住

宅使用料ですね。市営住宅の家賃と思いま

すが、収入未済額７８５万円とありました。

使用料及び手数料の未済額１，２０６万円

のうち大きく占めていると思いますので、

その内訳をお答えください。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金の、４０ページの住宅

費補助金でございますが、社会資本整備総

合交付金の公的賃貸住宅家賃低廉化とし

て５７０万円とあります。これはどのよう

な補助金であるのか、内訳を教えていただ

きたいのと、どういったときに使われてい

るものなのか、お答えいただきたいと思い

ます。 

 次に、款１４国庫支出金、項３委託金、

目１総務費委託金、４０ページにあります

統計調査費委託金でございますが、基幹統

計調査委託金６６２万円というのはどの

ような調査をされたのか、またこの調査員

というのはどこから採用されているもの

なのか、お聞きしたいと思います。 

 款１５府支出金、項２府補助金、目１総

務費府補助金、４２ページの緊急雇用創出

基金事業補助金でございますが、これはど

のような事業に対しての雇用されたのか、

また、この緊急雇用創出というのはいつま

で継続してこの事業が行われていくのか、

教えていただきたいです。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入、５０ページの土地建物貸

付収入とあります。防災管財課における、

２億１１０万円とありますが、この内訳を

教えてください。 

 款１６財産収入、項２財産売払収入、目

２不動産売払収入、５０ページの土地売払

収入でございますが、防災管財課の予算で

は当初２億５，０００万円だったと思いま

す。この差額２億６，０００万について教

えていただきたいと思います。 
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 款１９諸収入、項４雑入、目１滞納処分

費、５４ページの滞納処分費、平成２６年

度における内訳を教えていただきたいと

思います。 

 次に、歳出のほうでございますが、款２

総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、

この中で、決算概要の中に財政の推移を示

したグラフがありました。歳出の性質別推

移を見ますと、人件費が毎年絞られており

ます。職員一人一人の能力を引き上げる、

また能力を引き出す研修というのがこれ

から求められていくのかなと思いまして、

この創造的人材育成事業として、各種役職

別研修というのが行われているのかと思

います。どういった研修なのか、内容を教

えていただきたいと思います。 

 款２総務費、項１総務管理費、目２文書

広報費、７８ページの委託料ですが、市の

ホームページと広報紙に係る内容です。そ

れぞれ内容を教えていただきたいことと、

あと市民と行政の情報共有できる施策と

して、このホームページというのは当たり

前のツールとなっております。現在のアク

セス件数とまたその内容ですね、ホームペ

ージのそれについては満足いくものと思

われているのかお聞きしたいと思います。

また、広報紙についても、今後さまざまに

検討されることがありましたら、お答えい

ただきたいと思います。 

 款２総務費、項１総務管理費、目４財産

管理費、８０ページの委託料ですけれども、

公有財産管理台帳システム保守委託料、公

共施設マネジメント支援システム改修委

託料、この内容を教えていただきたいとこ

とと、市庁舎総合整備事業事前調査委託料

がどういった調査なのかを詳しく教えて

ください。 

 次に、款２総務費、項１総務費、目５企

画費の、８２ページの委託料ですけれども、

旧味舌・三宅小学校跡地調査業務委託料、

これはどういった調査をされたのか教え

てください。 

 款２総務費、項１総務管理費、目９電子

計算費の、８４ページの委託料でございま

すが、住民情報システム保守、システム改

造、システム構築、新システム移行といっ

た、こういうシステムに関する内容があり

ますので、中身を教えていただきたいと思

います。 

 同じく、款２総務費、項１総務管理費の、

目１１女性政策費の８４ページ、報酬でご

ざいますが、男性のための電話相談を実施

されたというふうにお聞きしております。

相談件数と、また言える範囲で主な相談の

内容を、教えていただきたいと思います。 

 それから、目１２の男女共同参画センタ

ー費の賃金でございますが、活動専門員に

ついて電話相談というのを減らして面談

相談枠というのをふやされたかと思いま

す、それに伴って相談者がふえてきている

のか、また相談体制というのが充実されて

きているのかについて、お聞きしたいと思

います。 

 それから、款２総務費、項２徴税費、目

２賦課徴収費の、９４ページ、委託料です

が、電話催告等業務委託料とあります。こ

れについて中身を教えていただきたいと

思います。 

 それから項４選挙費、目１選挙管理委員

会費及び、目４衆議院議員総選挙費のそれ

ぞれの委託料ですけれども、投票速報シス

テム改修委託料というのがございました。

もう一つは投票用紙分類システム保守委

託料、選挙システム改造委託料の、この内

容と目的を教えていただきたいと思いま

す。 
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 同じく、項４選挙費、目２府議会議員選

挙費の、９８ページ、委託料でございます

が、選挙管理委員会において投票所の再編

また期日前投票所の増設というのが検討

されておりました。投票所の変更と臨時期

日前投票所の設置が、そのことによって行

われたと思いますが、その目的と結果につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目８臨時

福祉給付金給付事業費並びに、目９子育て

世帯臨時特例給付金給付事業費について

ですけれども、それぞれ補正予算では減額

となりました。去年、申請期間が延期され

るといった事態も起こっておりましたの

で、この申請期間にかかわる周知の仕方、

また、全体的に最終の給付に至るまで、総

括的にどのような結果であったのか、お聞

かせいただきたいと思います。また、何か

問題点や課題といったものが残ったのか

という点についても教えてください。それ

と給付率でございますが、他市に比べて摂

津市はどのくらいの給付率が出たのか、そ

ういったこともお聞かせいただきたいと

思います。 

 款８消防費、項１消防費、目１常備消防

費、１７０ページの備品購入費のことでご

ざいますが、先ほど説明が少しあったこと

もありますけれども、機械器具費、消防器

具費の内訳について教えてください。それ

から予防活動推進事業についてですけれ

ども、全体的な内容を教えていただきたい

ことと、事務報告の中には査察件数として

１００件といった数字が載っておりまし

た、この中身の説明も教えてください。 

 それから救急安心センターおおさか、シ

ャープ７１１９というのが、徐々にふえて

いっておりますけれども、現在の普及状況、

また、件数の推移と１１９番通報受付件数

との関連性ですね、その辺のことをお聞き

したいと思います。さらに応急手当普及啓

発活動事業というのがございます。普通救

命講習会の実施状況について、受講者の内

訳ですね、どういった方が来られているの

か、また、人数のこれまでの推移について、

どうなのかといったことも教えていただ

きたいと思います。 

 款８消防費、項１消防費、目４災害対策

費の、１７２ページ、報酬でございますが、

防災会議女性専門委員会というのが行わ

れました。その評価についてお聞きしたい

と思います。 

 それから、１７４ページの委託料ですけ

れども、地域防災計画の修正について、こ

れは、定期的な実施であったのか、また、

この地域防災計画はこれからどのように

活用されていくのかということ、それから、

女性専門委員会の内容は、この中に盛り込

まれた内容となったのかといったことを

教えていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 まずは市営住宅のほうから答弁を。 

 西川課長。 

○西川防災管財課長 福住委員のご質問

の防災、それから市営住宅、財産管理にか

かわるご質問にお答えさせいていただき

ます。 

 まず初めに、市営住宅の使用料について

でございます。市営住宅の使用料につきま

しては、ここに計上しております市営住宅

の使用料、８，１１２万円が収入額として

入っております。これにつきましては、調

定額として、８，８５７万１，４００円に

対して、収入額が入っておりまして、収入

未済額につきましては７４５万９，４００

円となっておりまして、これが滞納金額と

なっています。内訳としましては現年度、
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２６年度分につきましては８６万１，９０

０円。過年度分、過去からの滞納分につき

ましては、６５９万７，５００円という状

況になっておりまして、全体の収納率につ

きましては、９１．６％という数字になっ

てございます。 

 続きまして、社会資本整備総合交付金の

内容についてお答えさせていただきます。

社会資本整備総合交付金につきましては、

三島団地の建て替えにあわせまして、関連

する事業として交付されているものでご

ざいまして、三島団地の建て替えにつきま

しては、旧鳥飼野々団地、旧鯵生野団地の

住宅の方がこちらに移り住んでいただい

ておりますが、三島団地の家賃につきまし

ては入居者の家賃が激変するということ

で、６年間の激変緩和措置に対して補助金

をいただくという制度でございまして、６

年間、現在３年目でございますが、６年間

の補助金をいただいておるものでござい

ます。 

 続きまして財産貸付収入についてでご

ざいます。土地貸付収入の場所につきまし

ては現在大きなものとしまして、東一津屋

のモノレール駅前の一時駐車場、それから

長年公社が保有しておりました、千里丘４

丁目、ＪＲ沿いの一時駐車場、それから南

千里丘のモデルルーム跡地の駐車場のほ

か、細かいものとしてはインフラ事業者の

電柱でありますとか、そういう占用料を貸

付収入としていただいてございます。 

 また、土地売払収入につきましては今回

計上しておりますのは、道路管理課、それ

から下水道事業課の管理します、水路敷き、

里道敷きの売払収入でございまして、個人

の申し出があったということでこの売払

収入を計上させていただいてます。 

 当初予算のほうは２億５，４００万円と

いうことで大きな額を計上してございま

した。これは財政収支から当初は先ほどの、

貸付収入もございました、東一津屋のモノ

レール駅前、大きなものとしてはこの用地

を売却するという方向で進めてございま

したが、中間期歳入歳出の状況をみまして、

それを売り払うことを中止したものでご

ざいまして、大きな差額になってございま

す。 

 続きまして委託料の中の公有財産台帳

システム保守委託料２７万円の内容でご

ざいます。公有財産台帳システムにつきま

しては平成２４年に紙ベースでございま

した公有財産台帳をシステムデータ化し

てございます。このシステムを運用するに

当たりましての保守業務委託２７万円の

支出でございます。このシステムにつきま

しては市が持っております保有財産、建物

や土地の財産情報をここに集積するとい

う形でやっておりまして、年々変更等ござ

いますのでそちらにデータ集積をしてい

るというものでございます。また、その公

有財産、公共施設マネジメント支援システ

ムの改修委託、これにつきましても、この

公有財産台帳システムを導入した同じ時

期にこの支援システムを導入しておりま

す。こちらのほうはですね、将来のファシ

リティマネジメントの更新でありますと

か、効率的な維持管理を行う上で、それぞ

れの施設の情報をここに集めまして、効率

的な維持管理、それから将来的な公共施設

の再整備につながるようなデータを、ここ

に集積しております。ただ初期導入でござ

いまして、使用が非常にしにくいというこ

ともございましたので、そのシステムに施

設アンケートでありますとか、施設カルテ、

それから、修繕履歴の入力シートとその辺

の情報を加える改修委託を行ってござい



- 14 - 

 

ます。 

 続きまして、防災のご質問についてお答

えさせていただきます。 

 まず、女性専門委員会のご質問について

でございます。女性専門委員会のほうは昨

年、女性の視点からということで、女性専

門委員会を立ち上げさせていただきまし

て、その背景につきましては、阪神淡路大

震災、東日本大震災における女性のプライ

バシーの問題、それから多くの方が高齢者、

障害者の世話をされているという視点が

非常に重要だということで、この女性専門

委員会を設置させていただきました。委員

は１１名の方で、平成２６年の５月から３

回会議をさせていただきまして、１１月に

その議論の内容を１８項目の提言として

いただいております。この内容につきまし

ては非常に詳細なものもございましたり、

地域防災計画に反映できるものもござい

ました。その評価としましては非常に熱心

な会議をしていただいて、詳細な内容まで

踏み込んでいただいたと思ってございま

す。平成２７年度予算にはその意見の反映

としまして資機材や防災備蓄の購入の参

考にさせていただきましたり、ご意見をい

ただきました防災教育の推進もことしか

ら実施しておりますが、この議論の結果だ

と思ってございます。 

 また、平成２６年度に実施しました地域

防災計画の修正でございますが、その修正

内容の大きな柱としまして３つございま

して、地域防災力の向上、それから防災教

育の推進、それから庁内の防災対策強化と

いうこの３つの柱にしてございます。女性

専門委員会で議論されました内容の中に

は地域防災力をどう高めるか、いろんな

方々の訓練参加をどう進めるかという議

論もございましたし、また庁内の防災体制

の中には、やはり避難所におけるいろんな

方々の相談に対応できるような組織とい

う議論もございましたので、この組織の中

にはそういう人権班というものも入れさ

せていただき、地域防災計画の修正に当た

らせていただいたということです。 

委託料の中の庁舎総合管理委託の内容

でございます。こちらにつきましては老朽

化しております西別館の建て替えの内容

を検討しているものでございまして、西別

館とあわせて庁内の空調機のほうも更新

する時期にきているという認識でござい

ます。こちらの委託の内容につきましては

ですね、建設費用、更新費用が非常に財政

を圧迫するということで、何とか民間の活

力を導入できないかということで、検討し

てございます。 

 全国の自治体でやられてるＰＦＩであ

りますとか、ＥＳＣＯ事業、これは建設や

設計、建設維持管理を長期間契約をすると

いうことで、経費削減が図れるというもの

になってございますが、それにつきまして

は実際にそういう事業者が市内におられ

るかどうか、それから西別館の機能を庁舎

内、それからどういう機能を市民の方が求

められているかどうかという調査をこの

１００万円余りでさせていただいて、事業

の実施に実効性があるかどうかを検討さ

せてもらうという内容でございます。 

○三好義治委員長 妹尾参事。 

○妹尾情報政策課参事 福住委員のお問

いのありましたことにつきまして、答弁さ

せていただきます。 

 まず、平成２６年度に実施されました基

幹統計ですけれども、学校基本調査、経済

センサス基礎調査及び商業統計調査、全国

消費実態調査、工業統計調査、農林業セン

サス調査という形で実施させていただい
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ております。この中で調査員による調査に

つきましては、経済センサス基礎調査及び

商業統計調査、全国消費実態調査、工業統

計調査、農林業センサス調査となっており

ます。調査員はどのような方がなっておら

れるかというお問いに関しましては、２０

歳以上の方、この調査を遂行できる方、警

察関係、選挙及び、税の仕事に関しまして、

関係のない方を選ばせていただくという

ことになっております。主に民間の中から

選ばせていただくということになります

けれども、平成２６年につきましては、今

までも調査員の経験がある方等にお願い

をさせていただいたところでございます。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 それでは私のほうから、

府補助金の緊急雇用創出基金事業補助金

に関するご質問にご答弁申し上げます。 

 こちらのほうの基金につきましては、い

わゆるリーマンショックにより全国的に

雇用の情勢が大きく落ち込んだときに当

面の間、雇用の場を確保するという目的で

できておりまして、本市におきましては平

成２１年度から始めております。平成２６

年度の事業につきましては、３つございま

して、まず１つが、介護予防活動促進事業

というものでございます。この内容につき

ましては、今後、拡大していくであろう介

護予防に重点をおきまして、それぞれの方

に運動指導を行う、そういう人材を育てる

ということで雇用の創出として新規雇用

を４人図っております。 

 それと、もう一つが障害者就労促進事業

ということで、分別の収集でありますとか、

資源化の業務において、障害者の方の一般

就労の場を設けて障害者の就労を促進す

るということで、この事業で新規雇用７名

をしております。 

 もう一つが、事業所の処遇改善プロセス

という内容がありまして、市内の事業所で

すね、今回は５か所ですけども、そちらの

ほうに専門のコンサルティングの方を派

遣しまして、その事業所の処遇改善を図る

ということをしておりまして、その結果、

５社に対して賃上げができた会社が４社

でありますとか、正社員化ができた会社が

５社でありますとか、そのような結果が出

ておるところでございます。 

 事業につきましては、本市では平成２１

年から平成２６年度となっておりまして、

緊急雇用創出事業の中で、被災地において

被災者の安定的な雇用機会を創出すると

いう事業もあるんですけれども、こちらの

ほうにつきましては、平成２７年度までの

事業であるというふうに聞いております。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 それでは、創造的人

材育成事業についてご答弁申し上げます。 

 創造的人材育成事業につきましては、役

職、経験年数等に応じて求められる能力の

育成を目的として研修を実施しているも

のでございます。内容的には、人事評価で

あったり部下育成、人権研修、新規採用の

研修、政策研修等、非常に多岐にわたって

おりまして、詳細については事務報告書の

１９ページ、２０ページにも掲載をさせて

いただいてるんですけれども、平成２６年

度につきましては、組織の現状を鑑み、課

長代理、係長級を対象とした組織のマネジ

メント研修であったり、部下の育成研修と

いうことを新規に導入して実施をしてま

いったところでございます。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、納税課に係り

ます２点のご質問にお答えさせていただ

きます。 
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 まず、滞納処分費でございます。決算書

の５４ページから５５ページに記載がご

ざいます。滞納処分費とは、そもそも滞納

処分にかかった費用を徴収することがで

きるということが法律で定められており

ます。今回の分につきましては、公売を行

うために不動産鑑定にかかった金額を当

事者、滞納されていた方から徴収をしたも

のでございます。この鑑定は、平成２４年

度に大阪府と合同公売を実施するために

当時に行ったものでございましたが、平成

２４年度、平成２５年度と２回、公売をさ

せていただいておりますけれども、いずれ

も落札者がなく、平成２６年度において、

再度公売をするための業務を進めており

ましたが、当事者の方がその夏に来庁して

いただきまして、分割で納付をすると、残

っていた税金を分割で納めるという約束

がとれました。また、この不動産の鑑定費

用につきましても説明させていただいた

ところ、ご本人納得の上、話がつきました

ので、お支払いいただいたものでございま

す。 

 続いて、電話催告等の委託料でございま

す。決算書９４ページ記載ものでございま

すけれども、この委託料につきましては、

平成２４年から平成２６年度までの３か

年について委託したものでございます。委

託先はＮＴＴマーケティングアクトでご

ざいました。今年度からは新たな業者がこ

の業務に携わっておるところでございま

す。業務の内容は、平日午前９時から午後

５時までと、年間１６日間程度、午後８時

までの夜間の電話、それと、毎月第４土曜

日、午前９時から午後１２時までにおいて、

通年はオペレーターの方、３名の方々で現

年度分の市税分、それと国民健康保険料が

対象となってございます。またそのほか、

夏、冬には各１か月間オペレーター１名を

増員をさせていただいて、上下水道、保育

所の保育料、また学童保育料や介護保険料、

奨学資金の貸付金の返済等の滞っている

方々の分の催告を実施しておるところで

ございます。電話させていただいて、現年

度分でたまっておりますと、お忘れではな

いですかということで電話をさせていた

だきます。そこでうっかり忘れていたとい

う方も多々ございますので、それで納付に

つながっているということで、年々現年度

の徴収率も上がってきているという状況

でございますので、効果はあらわれている

ものと考えております。 

○三好義治委員長 次に、広報関係で荒井

課長。 

○荒井広報課長 それでは、広報とホーム

ページにかかわります３点のご質問につ

いてお答え申し上げます。 

 まず、委託料についてでございますが、

広報についての委託料とホームページに

かかる委託料がございます。 

 まず、広報関係につきましては広報板管

理業務委託料がございます。これにつきま

しては、摂津市シルバー人材センターに委

託をし、毎月１回、広報板の破損状況であ

りますとか、掲示物の整理整頓などの報告

をお願いしております。 

 続きまして、広報等配送委託料でござい

ますけれども、こちらのほうは、毎月１５

日号を自治会に配付いただいておりまし

て、自治会への配送について摂津市運輸倉

庫協議会に委託しております。 

 続きまして、広報紙全戸配布業務委託料

でございますが、こちらのほうは、１日号

を宅配業者から全世帯、全事業所に配付し

ていただくものでございます。 

 ホームページに関する委託料でござい
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ますが、ホームページ保守委託料がござい

ます。こちらのほうは、市ホームページに

つきまして、２４時間３６５日サービスを

停止することなく稼働することを目的に、

安定稼働を図る運用管理、システム障害の

迅速復旧、ホームページの改ざん等の修復

を行うものでございまして、本市のホーム

ページが滞ることのないよう、監視や保守

を担ってもらっております。 

 ２点目のご質問につきましては、ホーム

ページのアクセス件数についてというこ

とでございました。この３年間でホームペ

ージのアクセスは着実に伸びておりまし

て、まず平成２４年度が総アクセス数４４

３万９，６６６で、平成２５年度は、５６

７万１，８６２、平成２６年度が、８３１

万８，１８１ということで、順に伸びてい

っているところは満足しております。平成

２６年度のアクセスの特徴といたしまし

ては、やはり顕著に出ていることがござい

まして、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時

特例給付金などは年間を通してアクセス

が多くなっております。また、昨年度はサ

ッカーのワールドカップのパブリックビ

ューイングがございましたので、こちらの

ほうでアクセス件数が上がったと思われ

ます。その他の特徴的なこととしましては、

衆議院議員選挙の投票速報でありますと

か、ＪＲ東海新幹線鳥飼車両基地の井戸掘

削問題のアクセス数などが多くなってお

ります。また、新規事業がある場合、南千

里丘に民間保育所がオープンするであり

ますとか、幼児二人同乗用自転車等購入費

助成のお知らせなどについても非常に多

くなっております。件数についての伸びは

確かに満足はしているんですけれども、や

はりホームページの魅力は更新が頻繁に

行われることではないかと思います。これ

で満足することなく、もっと魅力的な情報

発信をして、わかりやすく情報を伝えてい

きたいと考えております。 

 ３点目、広報紙についてどのような検討

をされているかというお問いでございま

すけれども、今の課題としましては、まず

１５日号と１日号について配付数に違い

がございまして、１５日号は自治会経由で

自治会加入者について配付しています。で

すので、現在、６割の方にしか１５日号は

届いていないという現実がございます。ま

た、各課からの情報が非常に多くなってお

りまして、１日号８ページ、１５日号４ペ

ージでは、かなり情報が飽和状態になって

おりまして、それを何とか工夫しながら収

めているというところがございます。それ

から、魅力発信につきまして力を入れてい

きたいと思うのですが、月２回の発行とい

うことで編集作業に非常に追われまして、

取材時間がとても取りにくくなっており

ます。このように同じような課題を持つ近

隣市でも次々と月１回発行に変更し、大幅

リニューアルをされております。吹田市や

高槻市、島本町などが最近リニューアルさ

れておりまして、本市につきましても、そ

のようなことを検討していく時期に来て

いると考えております。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 旧味舌・三宅小学校

跡地調査業務委託料の中身についてご答

弁申し上げます。 

 主な内容といたしましては、土地及び建

物の現状の把握、前提条件の整理、活用条

件の検討、跡地活用のゾーニング検討、そ

れから跡地の土地の地目の合筆と地目変

更などでございます。具体的な中身ですけ

れども、小学校跡地に係ります前提条件の

整理といたしましては、底地の法規制であ
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りましたり、道路条件、上下水道、ガスな

どの埋設物の調査、また、建物に対しまし

ては、建築基準法上の適用条件の把握、耐

震性能の把握、特に旧味舌小学校に関しま

しては、木造校舎の現状分析と把握、また、

跡地のゾーニング検討といたしましては、

特に旧味舌小学校では隣接いたします正

雀保育所の建て替えも含めましたゾーニ

ングを軸に検討いたしました。 

 また、旧三宅小学校につきましては、接

道条件を中心にゾーニングを検討いたし

ました。これらゾーニングの検討、それに

伴いました土地利用計画図の作成、それと

校舎を取り壊した場合、歩道整備した場合

等のそれにかかります費用の概算見積も

りも含めております。それと、敷地の土地

なんですけれども、現状では地目がかなり

細かく分かれておりましたり、まだ地目が

学校用地のまま残っておる部分もござい

ました。これらを一定整理、合筆して、地

目更正して適切に登記するという作業を

味舌小学校跡地については、３９筆、三宅

小学校については、２３筆の土地の登記ま

できれいにするというところまで、この委

託料で含めて執行いたしました。 

○三好義治委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、福住委員

の委託料の中身についてのお問いにお答

えいたします。 

 住民情報システム保守委託料につきま

しては、住民税、国保等の業務システムの

サポート費用、端末機器等のハード保守費

用及び納付書等の作成や封入封緘作業の

アウトソーシング費用となっております。 

 システム改造委託料につきましては、業

務系システムや内部情報系システムの制

度改正や機能追加等に伴うシステムの改

造に係る費用となっております。平成２６

年度におきましては、介護保険システム改

造業務委託料、また情報系ネットワーク拠

点追加作業委託料として執行させていた

だいたものでございます。 

 システム構築委託料につきましては、シ

ステムの新規構築や再構築に対応するた

めの経費を執行させていただきました。平

成２６年度の主な支出につきましては、戸

籍システムの構築及び住基連携システム

の再構築に対応したものとなっておりま

す。 

 最後に新システム移行対応委託料につ

きましては、業務系システムの再構築をさ

せていただきましたが、各業務で市民の利

便性向上に寄与するようなシステム改修

を行う費用及び番号制度に対応するシス

テム構築費用となっております。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 人権女性政策

課に係る２点のご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 １点目の女性政策費の報償費に関係い

たします男性相談事業についてお答え申

し上げます。 

 男性相談事業につきましては、平成２６

年度から実施させていただきました。毎月

第４水曜日、午後１時から４時までの３時

間行っております。平成２６年度の実績に

つきましては１件でございました。内容に

つきましては性についての悩みというこ

とですが、具体的な内容については特定さ

れる恐れがありますので控えさせていた

だきたいと思います。 

 ２点目につきましては、男女共同参画セ

ンター費の中の賃金、活動支援員と賃金に

関連いたしまして、女性相談の内容につい

てお問いでございました。面接相談につき

ましては、カウンセラーの予約をとっても
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らって実施するもので、過去の実績を見ま

すと、電話相談の件数は少なく、面接相談

のほうが希望が多くて、なかなか予約がと

れなかったという状況がございました。事

業精査をする中で、面接相談を増設するこ

とになり、日数の変更等、内容の変更を行

ったものでございます。その結果、面接相

談につきましては、平成２５年、９７件か

ら、平成２６年度につきましては、１３２

件と数多くの相談を受けることができた

と考えております。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、選挙管理委員会に係りますご質問

にご答弁申し上げます。 

 まず、委託契約関係でございますが、投

票速報システム改修委託料、この内容でご

ざいますが、選挙当日、市内の投票所から

１時間置きに投票数、これは男女別の投票

者数、あと投票率を携帯電話のメールを使

って報告することになっております。それ

らの送られてきましたデータをホームペ

ージにアップするためのサーバーを今回

更新させていただいた改修費用でござい

ます。 

 続きまして、投票用紙分類システム保守

委託料の内容でございますが、昨年１２月

１４日に執行されました衆議院議員総選

挙、これは同時に最高裁判所の裁判官国民

審査も実施されましたが、その国民審査に

かかる用紙の分類、開票時間の省力化、業

務負担の軽減を目的といたしまして、この

国民審査の用紙分類に係りましては、分類

機を導入いたしました。それに係る費用で

ございます。 

 続きまして、選挙システム改造委託料で

ございます。これにつきましては、昨年選

挙管理委員会におきまして、市内投票区２

５か所から２２か所に再編させていただ

きまして、選挙システムを今年の４月１２

日に執行されました大阪府議会議員選挙

に向けて２５か所から２２か所へ選挙台

帳を変更するためのシステム改修を行っ

ていたのですが、昨年１２月１４日に急遽

衆議院議員総選挙が執行されることにな

りましたので、その２２か所へシステム変

更しましたものを再度投票区２５か所に

戻すためのシステム改造費用ということ

でございます 

 続きまして、臨時期日前投票所開設を行

った目的と、その効果についてということ

でございますが、臨時期日前投票所、鳥飼

西２丁目のゆうゆうホール鳥飼西で、こと

し、大阪府議会議員選挙４月１２日が選挙

期日でございましたが、その前日、前々日

の４月１０日、１１日と２日間開設させて

いただいたところでございます。目的とし

ましては、先ほど申しました市内の投票区

２５か所から２２か所に変更になったと、

その該当する選挙区の有権者の皆様の狭

い集会所から、ある程度広さの確保できる

小中学校へ投票所を変更させていただい

たところでございますが、現実問題としま

して、確かに今まで通いなれた集会所から

ちょっと距離が遠くなるという、そういう

不便の声もお聞きいたしました。そういっ

た利便性を補完するという目的で２日間

でありますが、鳥飼の区域内におきまして、

臨時期日前投票所を開設させていただき

ました。 

 その効果につきましては、正直まだ１回

しか行っておりませんが、数字的に申しま

すと、４月１０日、１１日の２日間で合計

１９８名の有権者の皆様に投票いただき

ました。ことし１１月２２日に執行されま
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す大阪府知事選挙におきましても、投票日

の前日、前々日の２日間開設する予定にし

ておりますので、またその結果も踏まえま

して、今後の方向性を議論していきたいと

思っております。 

○三好義治委員長 上田参事。 

○上田政策推進課参事 それでは、福住委

員からのご質問について答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、申請につきましては、臨時福祉給

付金につきましては、支給対象見込み者数、

約２万人に対しまして、申請者数１万４，

７４６人と、申請率で言いますと、７２．

４％、これにつきましては、大阪府からの

公表の数字をもとに出させていただきま

した。というのも、申請者数から不支給の

人数を差し引いた数から対象見込み者数

を割らせていただいた数となっておりま

す。 

 続きまして、子育て世帯臨時特例給付金

につきましては、支給対象見込み者数１万

２，０００人に対しまして、９，５００人

の方が申請いただきました。こちらは公務

員の方も含まれております。この申請率に

つきましては、７９．２％となっておりま

す。 

 臨時福祉給付金のほうで他市との状況

の比較という形でお答えさせていただく

んですけども、北摂の平均としましては、

７２．１％でした。それとあと、今回臨時

福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金

につきまして、平成２５年度から国のほう

で予算計上されておりましたので、平成２

６年２月に補正予算の議案を即決いただ

きまして、早期に運用準備を図らせていた

だきました。平成２６年５月にコールセン

ター、大阪府下でも一、二番だと思うんで

すけれども、コールセンターを立ち上げる

ことができました。子育て支援課と市民税

課から６月下旬までに支給対象見込み者

と思われる方に対して、申請書を送付いた

だきました。大阪府が統一見解として開始

時期を示された７月１日からのスタート

は滞りなくスタートできました。 

それに伴いまして、周知の方法なんです

けども、各課、国民健康保険であったり、

介護保険であったり、後期高齢者医療保険

であったり、そちらの保険料の決定通知等

にチラシを同封させていただいたり、あと

ホームページの掲載ですね。３月にはホー

ムページを立ち上げさせていただきまし

た。あと広報紙の掲載、学校、市内公共施

設へのポスターの掲示、自治会の回覧、あ

と障害者総合支援センター等、地域包括支

援センター等の職員の方にも制度の周知

を図らせていただきまして、生活弱者とい

われる方の相談を受けられたときに適切

に回答をいただけるような形で対応を図

らせていただいておりました。 

 今回、実施させていただきまして、課題

というところなんですけども、やはり制度

的に税の部分が大きくかかわってきます。

ただ、税の部分につきましては、税の守秘

義務というのがありまして、こういった例

えば給付金であったりした場合は繰り返

し勧奨をすることで、皆さん大体申請率が

上がるんですけども、これが最終的にはで

きなかったというところが、今回１番課題

だったのかなと思います。平成２６年度を

踏まえ、また平成２７年度その分で申請率

が少しでも上がればというところで、いろ

いろ検討をさせていただいてる次第でご

ざいます。 

○三好義治委員長 荒井課長。 

○荒井広報課長 先ほどの答弁の中で一

つ委託料が抜けておりました。申しわけご
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ざいません。追加で答弁させていただきま

す。 

 ホームページ管理スタッフ派遣料がご

ざいます。こちらにつきましては、職員が

行うホームページシステムの入力操作の

支援を行い、新たなホームページの課題に

対応する仕事をしていただく、専門知識を

持った人材を配置しているものでござい

ます。具体的な内容といたしましては、パ

ブリックコメントの入力フォームであり

ますとか、各課への問い合わせメールフォ

ームの作成、それからバナー広告の掲載チ

ェック、あと日々の各ページのチェックで

リンク切れなどを確認していただいてお

りました。平成２６年度の実績としまして

は、前期・後期とで日数が変わるのですが、

４月から９月までが週２日、１０月から３

月までが週３日の勤務でございました。 

○三好義治委員長 納家課長。 

○納家警防第１課長 それでは、消防に係

ります備品購入費の機械器具費、消防器具

費の内訳についてお答えいたします。 

 機械器具費の２，８２７万４，４００円

の内訳は、消防本部車両資機材整備事業に

おいての救急自動車と救急自動車に積載

する資機材の購入費でございます。積載す

る資機材とは、救急隊が車内で傷病者の観

察、また応急処置を実施するために使用す

るものでございます。 

 次に、消防器具費の６８４万７，１４６

円の内訳は、応急手当普及啓発活動事業に

おける救急訓練指導に使用する心肺蘇生

法、訓練用人形及びＡＥＤトレーナーの購

入費、また消防活動事業につきましては、

空気ボンベ６本、ＡＥＤ３機の購入費、ま

た救助活動事業につきましては、災害現場

で使用する除染シャワー一式、また化学防

護服６着及び放射線防護服６着、また災害

現場で使用するレスキューショットの購

入でございます。 

○三好義治委員長 松田課長。 

○松田予防課長 それでは、消防予防課に

係ります２点の質問にお答えいたします。 

 まず、予防活動推進事業についてでござ

いますけれども、この事業におきましては、

予防体制の充実及び強化、それに指導、啓

発活動等、火災の発生を未然に防ぐことを

目的といたしております。 

 内容につきましては、防火対象物に係り

ます消防用設備等の設置、設置後の検査、

施設の維持管理などの保安指導を目的と

した立入検査、開発行為等に係る消防同意、

建築確認申請に伴う消防長同意、消防用設

備等点検結果報告書の受理、防火管理者の

選任・解任の届出受理、市民の皆様からの

相談や問い合わせの対応、また住宅用火災

警報器の設置維持管理につきましての啓

発活動等で、これらの事務にかかる経費で

ございます。 

 次に、査察についてでございますけれど

も、まず、年度初めに１年間の査察計画を

立てます。どこを重点的に回るかをそこで

決定いたします。平成２６年度におきまし

ては、特定防火対象物に対しまして重点的

に査察を実施いたしました。特定防火対象

物といいますのは、不特定多数のものが利

用する防火対象物や、病院や幼稚園など、

火災が発生した場合に人命に及ぶ危険が

非常に高いとされている建物でございま

す。平成２６年度につきましては、１００

件の査察を行っております。 

 このほかに防火対象物の新築、増改築、

変更に伴います消防用設備等の設置に係

る検査につきましても、１２６件実施して

おります。また、社会的に影響の大きい火

災が発生した場合や、死者及び負傷者など
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多数発生した特異事案につきましても緊

急立入を実施しておるところでございま

す。 

○三好義治委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、消防本部警備

課所管でございます、救急安心センターお

おさかについてお答えいたします。 

 決算書１７１ページ、そして事務報告書

４２０ページに記載しております救急安

心センターおおさかのデータでございま

すけれども、平成２６年度の救急安心セン

ターおおさかへの総着信件数は、大阪府全

体で２５万２，７８２件でありまして、そ

のうち２，０４８件が摂津市からの相談、

問い合わせなどでございまして、この数値

は前年度と比較いたしますと、３５３件の

増加で、割合から見ますと、約２１％の増

加となっていることから、ここ数年の推移

を見ましても、同じく右肩上がりでござい

まして、普及率は増加の傾向にあると考え

ております。 

 また、救急安心センターおおさかが１１

９番着信件数に関連していますかという

ご質問でございますけれども、１１９番通

報受付件数のうち病院問い合わせ件数に

着目いたしますと、今年度の件数は５１５

件でございまして、昨年度が６５８件でご

ざいます。これを比較いたしますと、１４

３件、約２２％が減少しておると言う結果

になってございます。この数値から見ます

と、救急安心センターおおさかが１１９番

着信件数の減少に大きく貢献しているの

ではないかと考えているものでございま

す。消防本部といたしましては、今後も啓

発活動に取り組みまして、救急安心センタ

ーおおさかの普及率の向上に努めていき

たいと考えております。 

○三好義治委員長 萩原課長。 

○萩原警防第２課長 ご質問の普通救命

講習会の受講人数の推移及び受講者数の

状況の内訳についてお答えいたします。 

 過去３年の経緯で見ますと、平成２４年

度受講者は、７５５名、平成２５年度は６

１５名、平成２６年度１，０２３名でござ

いました。平成７年度から事業を開始して

おりますが、述べの受講者数は、１万１，

０２７名となっております。平成２６年度

の受講者の内訳といたしましては、市内の

企業、学校、教育関係者、市の職員、市の

関係団体及び市民等でございます。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 地域防災計画の修

正について、定期的な変更をするかという

点について答弁が抜けてございました。今

回の地域防災計画は先ほどの３本の柱に

加えまして、東日本大震災や南海トラフ大

地震、東日本大震災での国の２回の災害対

策基本法の改正、それから、南海トラフ巨

大地震の被害想定、それから大阪府の地域

防災計画が修正されたことを受けて大き

な修正を行ったものでございます。定期的

な変更につきましては考えておりません

が、今後また法の改正等が行われましたら、

修正したいというふうに思っております。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、２回目をさせ

ていただきたいと思います。 

 市営住宅の家賃につきましては、市営住

宅の入居を希望する方は大変多いと思い

ます。そのためにも、公平を保っていただ

きたい。しっかりと、この家賃の徴収には

取り組んでいただきたいなと思います。 

 また、住んでおられる方を見ますと、世

帯主年齢別では７０歳以上の方が入居戸

数の半分近いといった現状も私は驚いた

んですけれども、そういった収入面で困難
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な方もいるのかもしれませんし、また特に

市営三島団地におきましては、家賃が６年

間で上がっていくといったことも聞いて

おります。年金生活の方にとっては少々苦

しくなってきているといったお声もちら

ほらと聞いております。その中でも悪質だ

と思われるような入居者がもしおられる

のであれば、きちんとした対応を心掛けて

いただいて、しっかりと公平な家賃徴収に

取り組んでいただきたいなと思っており

ますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

 それから、基幹統計につきましては、内

容はわかりました。ことしは国勢調査とい

うのが行われております。それが今回はそ

れに当たるのかなと思うんですけれども、

今回の国勢調査、インターネットの回答と

いうようなことも可能となっておりまし

た。また逆に調査員の確保、大変人数的に

も多いので、確保は困難だったと思います。

少しだけ今回のこの国勢調査について進

捗状況を教えていただきたいと思います。 

 あと緊急雇用につきましては、さまざま

な事業所へ正社員として働くことができ

た方がいるという実績があったように聞

きました。長期的な不況での解雇に対して

のそういった雇用事業だと思います。これ

からそういった人たちの救済ですね。この

事業というのが平成２６年、また被災者に

ついては今年度の平成２７年に終わると

いうことでございますけれども、これから

もこういった雇用については、どうか前向

きに支援できる方法がありましたら、取り

組んでいただきたいなと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 それから、土地建物貸付収入でございま

すけれども、お聞きしますと、大体が駐車

場でお使いだということですが、もともと

そういう目的のために持っておられた土

地だったのかということをお聞きしたい

と思います。 

 それから、不動産売払収入につきまして

はわかりました。ありがとうございます。 

 滞納処分についても理解いたしました

ので、ありがとうございます。 

 それから、歳出のほうでございますが、

創造的人材育成ということで多岐にわた

った研修、係長のマネジメントを中心にと

り行ってるということでございましたが、

摂津市の人材育成基本方針には、やる気・

元気・本気で明日の摂津市を創造する人づ

くりといったテーマが書かれておりまし

た。目指す職員像のための人材育成実施計

画といったものもその後つくられており

ました。平成２６年１１月には、摂津市業

務執行の適正化推進に関するアクション

プランといったものも出ていたと思いま

す。これにつきましては、平成２８年度ま

での３か年の計画を組まれていたんです

けども、このアクションプランにおいて、

平成２６年度の計画はどのぐらいまで達

成できているのかというところをお聞き

したいと思います。 

 それから、ホームページ等、広報につい

ては大体わかりました。中身についてもま

だまだ検討していきたいといったことも

ありましたし、広報についても、中身を精

査していきたいといったことがありまし

た。ホームページのトップページ、レイア

ウトや知りたい情報が検索しやすいとい

うようなことがあったほうが、もっといい

かなというふうに思います。摂津の魅力が

伝えられ、企業からの公告がふえていきま

すと、広告料というようなものもふえてく

ると思いますし、この効果というのも相乗

的に期待できるのではないかと思ってお
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ります。もっと親しみのある市政情報が効

果的に発信できるようなホームページ、ま

た広報紙にしていただきたいと思います。 

 また、これから１８歳の若い子たちも選

挙なんかがありますと、どんどん見る方も

ふえるかなと思いますので、そういう１０

代、２０代、そして３０代の人たちに子育

てであったり、生活において、この摂津市

でどんなことがされているのかというこ

とが、どんどんと発信できるような、また

楽しい、まず表紙が楽しければ、また中身

も見ていけるかと思いますので、どうかそ

ういった取り組みをお願いしたいと思い

ます。要望といたします。 

 次に、公有財産の管理といったことがあ

りました。これにつきましては、公有財産

管理台帳システムから市有物件の有効活

用というのはどんなことが考えられるの

か、もう一回お聞かせください。 

 それと、西別館の調査でございますが、

これについては、さまざま、過去に議員か

らも提案があったと思いますので、これに

ついてはわかりました。 

 それから、総務省のほうからの公会計シ

ステムの導入といったことが進められて

ると思います。固定資産台帳の整備を前提

とすることで、公共施設のマネジメントに

活用が可能ということでありましたので、

公会計システムの導入についてのお考え

をあわせてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 旧味舌・三宅小学校跡地調査委託につい

ては内容はわかりました。詳しく説明いた

だいてありがとうございます。ここにつき

ましては、地域の皆様の声にしっかりと耳

を傾けていただきたいことと、先ほどの公

有財産の管理といった点からも、統合なの

か売却なのかといった地域全体から見て

どういった活用がいいかといったことを

これからもしっかりと検討していただき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから電子計算機の情報システムの

補修、改造、構築、新システムの移行、こ

れについてもわかりました。システムに関

する費用というのは常に高額な場合が多

いなというふうに感じます。より性能の高

い、また安心のできるセキュリティのある

ものが求められると思いますので、どうか

管理のほう、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それから、女性政策につきまして、男性

の相談が１件あったということで、その方

が１件でも救われたのであれば大変よか

ったなというふうに思います。男女共同参

画の点から見ても、男性の相談窓口という

のは、やはりこれからは必要です。ただ、

男性というのは、なかなか相談というのが

できるのかなというのも危惧するところ

もありますので、どうか相談しやすい場所

といいますか、またＰＲをしていって、こ

れからもそういった相談がスムーズに行

われるように、よろしくお願いいたします。 

 男女共同参画センター費についてでご

ざいますが、やはり電話よりもカウンセリ

ングの希望者が多かったということで、ふ

やしてよかったんだなということは感じ

ました。そこで相談内容を見ますと、親

子・家庭関係に関する件数というのが多か

ったように思います。気になるのは、ひと

り親家庭の相談といったものがあったの

か、その辺の現状をお聞かせいただきたい

なと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 電話催告委託料につきましては、徴収ア

ップができたということで、それは大変よ
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かったんだと思います。督促状や文書での

通知、コールセンターからの催促、収納率

が上がってるということで、わかりました。

その中で、担当窓口に相談に来られたこと

もあると思います。そういったときの対応

についての心掛けておられることがあり

ましたら教えていただきたいと思います。 

 それから、投票所のシステムの改修、そ

れから、分類システムの保守、選挙システ

ムの改造、これはせっかく投票所を再編し

たらまた戻さなければいけなかったとい

う、大変もったいない話なんですけれども、

中身についてはわかりました。ありがとう

ございます。 

 次に、府議会議員選挙において期日前投

票所の増設で、二日間で１００名を超す方

が来られたということでございます。投票

率については、選挙の性質といったものが

かかわってまいります。どうしても関心が

高いものは当然行かれることも多く、簡単

に率を上げるということは難しいと思い

ます。パブリックコメントを見ましても、

投票所を再編されたことで高齢者の立場

から見れば、遠くなったら困るなと敬遠さ

れるようなご意見と、仕事をしている、通

学している方にとっては期日前投票がで

きる、仕事帰りにできるといったことでの

メリット、それぞれあるかと思います。ま

た１８歳からの選挙といったことも考え

ますと、学校では大学でそういう期日前を

するようなところも出てくると思います。

これからもさらにさまざまな検討をして

いくことがあると思います。また、パブリ

ックコメントの中には議員についてのコ

メントもありました。これについては、私

たちも努力しなければいけないかなと、本

当に反省をいたします。市としてもこれか

らもできるだけの工夫と啓発に努めてい

ただくことを要望いたします。 

 それから、社会福祉費の臨時福祉給付金、

また子育て世帯への給付事業については

よくわかりました大体平均よりもよかっ

たので、そこにはほっとするところなんで

すけれども、１年だったはずが、ことしも

されることになりました。現状、どのぐら

いスムーズにいっているのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、消防費のことにつきましてわ

かりました。救急車を１台買われて、その

中に積載するもののお金を含むと大変高

額なものになってまいります。これは更新

時期がきたということでございましたが、

次また更新する予定はいつごろくるのか

教えていただきたいのと、あと除染するた

めの器具を購入なさったということです

が、これは、いつどんなときに今後使用さ

れていくのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、予防活動推進事業についての

中身はよくわかりました。先日も雑居ビル

での火災で亡くなられたといった事件が

発生しておりました。点検につきましては

本当に厳しい姿勢で臨んでください。また、

本来ならば抜き打ちで実施することが一

番望ましいと思いますが、なかなかそうい

ったことは企業なんかに入りますとそう

いうわけにもいかないこともあります。担

当者がいないからできないというような

こともあるかと思います。特に非常階段と

かの点検は本当にしっかりとチェックし

て、しっかりとプロの目で、感覚でもって

見落としのないようにやっていただきた

い。そして市民の防火意識が高まっていく

ことを望んでおりますので、どうかこれか

らもよろしくお願い申し上げます。 

 それから、救急安心センターおおさか、
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これで病院への問い合わせが減ったと、こ

れだけでも少し時間のロスというのが減

ったんだなというふうに感じます。これか

らもそういった普及活動をよろしくお願

いしたいと思います。 

 それから、応急手当啓発の受講者、内容

についてはわかりました。推移も少しずつ

上がってきているようです。これはＡＥＤ

に関する関心が高くなっているのかなと

思うんですけれども、１月の３日間に市の

職員の方が普通救命講習を受講されてお

りました。これまでの職員の受講数を教え

ていただきたいのと、これからの受講に関

してどんな計画をなさっているのか、教え

ていただきたいと思います。 

 防災会議女性専門委員会の内容もわか

りました。女性の目から見たさまざまな意

見があったかと思います。それが地域防災

計画や、また避難所のこれからの対応につ

いて盛り込まれていく、または活用されて

いくことに期待をしたいと思います。そん

な中で、ＨＵＧ避難所運営訓練というのが

職員の方にも実施をされておりました。も

し避難所を運営する事態が起きたとき、防

災管財課は大変大きな役割というか、重責

を担わなければいけないのかなと想像す

るんですが、防災担当というところに女性

の方がいらっしゃるのでしょうか。もしい

らっしゃらなければ配属予定はないので

しょうか。お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○三好義治委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○三好義治委員長 休憩前に引き続き、再

開します。 

 答弁を求めます。 

 妹尾参事。 

○妹尾情報政策課参事 福住委員の２回

目のご質問にお答えいたします。 

 国勢調査の進捗状況ということのお問

いでございましたけれども、インターネッ

ト回答及び郵送による回答、調査員へのご

提出による回答という状況で、３つの種類

で皆様にご回答いただいておりまして、ほ

とんどの世帯でご回答いただいている状

況ではございますけれども、まだ少し回答

がおくれている世帯に対しまして、この１

８日から２０日の間で調査員がご回答が

まだの世帯を訪問させていただきまして、

ご回答をお願いするような状況となって

おります。そこが過ぎましたら調査員が２

３日で任命期間が終了いたしますので、そ

の期間をもちまして一定調査員の訪問に

よるご回答をいただくという期間は終わ

りまして、あとは郵送等のご回答、もしく

は本部に直接ご回答をお持ちいただくと

いうような形でおくれている世帯のご回

答をいただきながら、本部のほうで審査を

行っていくというような状況になってお

ります。 

 済みません、１回目のお問いのお答えで

若干修正がございました。ここで修正させ

ていただきたいと思います。調査員の方が

どのような方かということで、民間の中か

らというふうにお答えをさせていただい

たんですけれども、市の非常勤職員にも調

査員をお願いしていた経緯がございまし

たので、修正させていただきます。 

○三好義治委員長 福住委員、国勢調査は

答弁をしてもらいましたけれども、平成２

７年度に係るのが非常に多いので、３回目

のときはその辺を配慮してくださいね。 

 次に、西川課長。 

○西川防災管財課長 福住委員の２回目

のご質問にお答えさせていただきます。 
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 最初に、土地の貸し付けの状況の中で、

一時駐車場としてお貸ししている土地の

当初の目的、経過についてご説明させてい

ただきます。 

 １回目の答弁でご説明させていただき

ましたように、東一津屋それから千里丘４

丁目、それから南千里丘のモデルルームの

ところがございます。モデルルームのほう

は当初から駐車場という形で運営してお

りました。東一津屋につきましては、駅前

区画整理の保留地として市が区画整理の

事業の清算として買い取ったものでござ

いまして、それを普通財産としてお預かり

しております。この有効活用を図るために

一時駐車場としてお貸ししているという

経過がございます。また、千里丘４丁目に

つきましては、もともと公社が抱えており

ました不良債権になっておりました。当初

の目的は事業の代替地であるとか、それか

ら道路拡幅工事の事業に関連してという

ことで購入目的をつけられて公社が管理

しておりましたが、公社の休止とともにそ

れを市のほうで買い戻ししまして、現在も

普通財産として駐車場という運営をさせ

ていただいております。 

 また、２点目の市有財産の有効活用につ

いての考えについてお答えさせていただ

きますと、市有物件につきましては行政財

産、それから普通財産という２つがござい

ます。行政財産につきましては行政目的が

当然あるものでございまして、普通財産に

つきましては行政目的のない、我々の課が

管理しております普通財産ということで

ございます。こちらにつきましては行政目

的ではないということで、有効活用を図る

という観点からも何らかの歳入につなげ

るという形で貸し出しを行ったり、財政状

況を見ながら売却を一部で行ったりとい

うようなことをやっております。 

 続きまして、普通救命講習会の職員の受

講数でございます。職員の普通救命講習会

につきましては、阪神淡路大震災が発生し

ました１月１７日の数日間、防災ボランテ

ィア週間ということで定められておりま

して、そのうち３日間を研修として職員対

象で実施してございます。大体毎年７０名

から８０名の方に受講していただいてお

りまして、防災時の対応だけではなくて普

通救命講習会を受けることで事故や救命

に対しても対応できる職員づくりという

ことで毎年実施しているものでございま

す。 

 それから、防災管財課の職員の体制につ

きまして女性がいるかどうかという話で

すが、現在の課の体制としましてはいませ

ん。女性専門委員会も立ち上げたこともご

ざいまして、いろいろな意見をいただいた

中で、今後担当課のほうと検討してまいり

たいというふうに思っております。 

○三好義治委員長 岩見課長。 

○岩見納税課長 それでは、福住委員の２

回目のご質問に答えさせていただきます。 

 納付相談等で窓口で心掛けていること

はというお問いでございます。窓口や電話

相談でいつも職員が心掛けておりますの

は、常に親切、丁寧ということを念頭に置

きながら相談に乗らさせていただいてお

りますけれども、税の徴収に当たりまして

は、負担の公平性の確保という原則を崩さ

ないよう進めていかなければならない大

変難しい業務であると私は感じておりま

す。個々の状況に応じての対応が必要であ

りまして、そのためにはいろいろと相談者

の方々から踏み込んだ内容のお話も聞か

させていただかなければなりません。その

ことが相談者の方にとりましては、中には
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大変心苦しいといいますか、つらい話をし

なくてはならないというふうに感じてお

られる方も多いかと思います。しかし、そ

のお話を聞かせていただかなければ、どの

ように対応していかなければならないの

かという判断が我々もできません。したが

いまして、我々職員が常に相手の立場に立

って丁寧な相談に応じるよう心掛けてお

り、法令を遵守しつつ公平公正な徴収業務

にあたっていかなければならないと考え

て、窓口の対応をしているところでござい

ます。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 福住委員の創造的

人材育成事業に係ります２回目のご質問

で、業務執行の適正化の進捗状況というこ

とでお問いがございましたので、研修の観

点等を特に踏まえてご答弁をさせていた

だきます。 

 業務執行の適正化におきましては、事務

処理ミスの実態把握と職員意識調査の結

果を踏まえて策定をしております。特に研

修の部分でいいますと、事務処理ミスとの

関連で庶務研修、この部分に力を入れてお

りまして、財務、文書、会計、これらの研

修については既に担当の職員が講師とな

る形で係長以下の若手職員に対して継続

して実施をしております。あわせて、文書

事務の手引きであったり、会計処理のハン

ドブックであったり、情報公開の事務の手

引きであったりというマニュアルについ

ても既に改定をしております。今後もそう

いったマニュアルについては改定をして

いきたいというふうに考えております。 

 それと、もう１点、防災に係ります職員

の配置のご質問がございましたので、それ

については私のほうからご答弁をさせて

いただきます。人事異動、職員配置につき

ましては、性別ということを特別視するこ

となくあくまでも職員の個々の能力、適性

ということを踏まえて人員配置をさせて

いただいております。ただ、防災管財課に

女性職員を配置しないということではご

ざいませんので、今後はそういった配置が

あるかもわかりませんし、また必要であれ

ばそういうことは検討する余地はあると

いうふうに考えております。 

○三好義治委員長 避難所運営において、

やっぱり女性の方も避難してくるから、そ

れに対する考えはどうですかという質問

だったからね。それで、配置については西

川課長が今後検討していきますという答

弁あったんだから、これもまた調整してく

ださい。 

 続いて、石原課長。 

○石原財政課長 それでは、私のほうから

は新地方公会計制度導入の進捗状況につ

いてのご質問にご答弁申し上げます。 

 こちらのほうにつきましては、国のほう

から統一的な基準による地方公会計の整

備促進ということで、平成２７年１月にそ

れぞれの地方公共団体のほうに要請がご

ざいました。その後、平成２８年度の決算、

こちらのほうを２９年度中にその統一的

な基準による財務諸表書類の作成をしな

さいということになっております。この公

会計制度の導入に当たりまして課題が２

つありまして、まず先ほど委員からご指摘

がありましたように固定資産台帳の整備、

それと財務書類の作成及び利活用という

ところで、この財務諸表の書類の作成につ

きましては、本来２７年度の早々に国のほ

うから無償のソフトが配付されるという

ことでしたが、かなりおくれておりまして

最終的には今年度末になるのではないか

なというふうに今情報を得ております。そ
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ちらに合わせて作成のほうをしていきた

いと思っております。 

 あと、固定資産台帳の整備につきまして

は、今、防災管財課のほうで作成しており

ます公有財産台帳をうまく活用しながら

順次それぞれの公園でありますとか、道路

でありますとか、つくっている台帳のほう

を公有財産システムのほうでまとめてい

ただいて、それをうまく今後活用していき

たいなというふうに考えているところで

す。かなり国のほうもおくれている状況な

のかなというふうに感じておりますので、

いろいろと大阪府なり、これに関しては監

査法人もいろいろな研修等をやっており

ますので、そういうところに参加しながら

いろいろと情報収集をして進めていきた

いと思っております。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 女性面接相談

の中で母子家庭はどれぐらいあるかとい

うお問いでございますが、母子家庭につい

てはそれほど多くございません。といいま

すのは女性面接相談は予約をとっての相

談になりますので、予約をとられるときに

相談内容をお聞きして、母子の生活等の内

容であればそれにふさわしい相談先をご

紹介させていただくようにしております。

また、親子・家庭関係の相談件数が多いの

はなぜかということでございますが、これ

につきましては、やはり昔からある嫁姑の

問題も多くございますし、最近では高齢者

の介護の問題でありますとか、また子ども

から親に対する暴力でありますとか、経済

的な搾取でありますとか、そういうような

相談も含んでおります。これらの内容の相

談件数が過去から多くなっています。 

○三好義治委員長 上田参事。 

○上田政策推進課参事 ２回目のご質問

について、ご答弁させていただきます。 

 平成２７年度の現状ということですが、

臨時福祉給付金につきましては、８月３日

から受付をスタートさせていただいてお

りまして、今９月末で１万７９７人の方が

申請をされております。 

 また、子育て世帯臨時特例給付金につき

ましては、６月１日から受付を開始させて

いただいてまして、こちらは児童手当特例

給付の受給者の方の人数になるのですけ

れども、９月末現在で公務員の方も含めて

６，９２８人の方がご申請をされておられ

ます。また、臨時福祉給付金につきまして

は、８月末までの方を対象に９月１５日に

支給決定をさせていただいて、１０月２日

に７，８７９人の方に対して支給のほうを

させていただいております。 

○三好義治委員長 納家課長。 

○納家警防第１課長 それでは、私のほう

から２点お答えいたします。 

 まず、１点目、救急自動車の更新時期に

ついてお答えいたします。 

 救急自動車の消防車両の更新年数は８

年または１０万キロと内規で定めており

ます。平成２６年度に更新しました救急自

動車は内規に定めた平成３４年に更新す

る予定でございます。 

 ２点目、除染シャワーはいつどんなとき

に使用するかという問いにお答えいたし

ます。 

 除染シャワーは特殊災害と呼ばれる放

射線漏えい事故、化学物質等の漏えい事故、

生物化学等を使用したテロによる災害時

においての有害な薬剤におかされました

要救助者や、防護服を着用して活動した隊

員の緊急的な除染または洗浄を行うもの

でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 
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○福住礼子委員 国勢調査についてはわ

かりました。ありがとうございます。あと

残りもしっかりとよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、防災管財課の駐車場に使っている

土地の件、理解できました。これからも有

効利用に努めていただきたいと思います。 

 それから、摂津市の人材育成についての

ご答弁もわかりました。ありがとうござい

ます。これからベテランの職員が少しずつ

減っていくかと思います。少数精鋭の職員

体制の中で複雑に多様化する行政需要に

的確に応えていくため、技術やノウハウの

継承、全職員のスキルアップの徹底をお願

いしたいと思います。また、公僕意識を高

める、そういった職責の意識改革にも努め

ていただきたいと思います。そして、有能

な人材を組織の要職に思い切って登用す

るための昇任制度や、失敗を恐れず勇気を

持って行動する職員が報われる人事制度

の導入といったことも、これからは検討し

ていっていただけたらなと思っておりま

す。今、提案制度といったようなことも計

画では見たんですけれども、職員提案募集

というようなことを取り入れられて、こう

いった積極的なこともいいかなと思いま

す。研修結果や職員の成長が見える職場、

内外の研修を実施して、やる気・元気・本

気にプラスして勇気と自信を持って仕事

に取り組んでいただけるよう、育成のほう

をよろしくお願い申し上げます。 

 それから、公有財産台帳システムはわか

りました。ありがとうございます。このシ

ステムがしっかりと活用されることを望

んでおります。そして、公会計についても、

今着実に進められていると思いますので、

それについても今後ともよろしくお願い

申し上げます。 

 あと、男女共同参画センターの相談内容

については理解いたしました。介護の相談

といったことがふえているようでござい

ますが、これからも丁寧に相談に乗ってい

ただきたいなと思います。 

 それから、督促での心掛けについて収納

率アップに向けたご努力をなさっている

ことがよくわかりました。親切、丁寧をモ

ットーに負担の公平性というふうなこと

もありました。個人個人の心境といったこ

とを考えると、なかなかかみ合わない点も

あるところでの努力を窓口の方はなさっ

ていると思いますけれども、税金というの

は公平であってほしいと思いますので、徴

収においては、これからもどうか丁寧な対

応をよろしくお願い申し上げます。 

 それから、臨時福祉給付金についての取

り組み、進捗状況のお答えありがとうござ

います。先日、近隣の方と比べて同じよう

な条件のはずなのに、私は何でもらわれへ

んのかなというようなことで悶々とされ

ている方がおられました。どうかこれから

もお問い合わせ等ありましたら丁寧に対

応していただいて、給付漏れのないように

努めていただきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 消防の件でございますが、救急車の更新

予定が８年で１０万キロということで、今

回買われた１台については平成３４年と

なります。ほかの救急車についても、また

いつか更新時期がくるかと思いますが、で

きるだけ丁寧に使っていただいて長く使

ってもらうのが一番いいのでしょうけれ

ども、中に重たい機材がいっぱい乗ってい

ますが、救急車は高いですので、しっかり

と丁寧に使っていただくことをお願いし

たいと思います。以前にこういったものを

ネットで販売しているというようなこと
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を言ったことがあるかなと思うんですけ

れども、奈良の大和郡山市でしたかね、そ

ういった公用車を更新するときにネット

で販売をする。今度買うときは、買うので

はなくてリースをするというような取り

組みがありました。その中に救急車も入っ

ておりましたので、そういった考え方とい

うんですか、ぜひ検討していただけたらと

思います。 

 それから、除染シャワーの件はわかりま

した。できるだけこういったものが使われ

ないことを望んでおりますけれども、でも

訓練等はしっかりと行っていただきたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 それから、普通救命救急講習の人数もわ

かりました。ありがとうございます。ＡＥ

Ｄにつきましては、設置がどんどんとふえ

てきております。今後はコンビニ等にも設

置していけないかなということを考えて

いるんですけれども、ぜひそういったこと

もこれからは検討していただいて、ＡＥＤ

が普及し、またそれが使える人たちが講習

等でしっかりと勉強をして、市民や教職員、

また公共施設の関係者がいつでもいざと

なったら使える、そして救命救急に手助け

できるようなこれからの取り組みをお願

いしたいと思います。 

 最後になりますが、避難所運営について

の中で防災の担当、これから検討していた

だけるということがありました。また、専

門知識をやっぱり持っておくことも大事

です。今すぐ異動するとか配置するとかい

うことは困難でも、専門知識を持つ女性の

育成といったことにはこれからも取り組

んでいただきたいと思います。 

 それと、自主防災組織においても、この

避難所運営ゲームＨＵＧの研修なんかも

取り入れられたらどうかなと思っており

ますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

○三好義治委員長 福住委員の質問が終

わりました。 

 野口委員。 

○野口博委員 ３年ぶりの質問でござい

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

 この間いろいろ財政問題とか第５次行

革問題を含めて行政の立ち位置の問題な

ども議論をしてきましたけれども、まず最

初に、昨年度がどういう年であったのかと

いうことについて触れながら質問に入っ

ていきたいと思いますが、消費税がこの段

階では８％に増税されて、社会保障・税一

体改革の名のもとに合計で１０兆円の負

担が国民に負わされたという年でもあり

ました。摂津市ではどうかといいますと、

市長が市政を担当されて１０年目を迎え

た年であります。そういう中で就任早々、

平成１６年の選挙で平成１７年度が本格

的な１回目の年度でありましたけれども、

ずっと流れを見ていますと、この間過去６

年間は公共料金の値上げもありませんで

したけれども、そういう方針が変更されて

７年ぶりに市民負担を負わせた年でもあ

りました。議論されてますように、地域防

災計画の修正見直しも年度末であります

けれどもされました。 

 もう一つ大きな問題は、指定管理者制度

の導入であります。一昨年の１２月議会で

提案されて議論いたしましたけれども、翌

年の平成２６年度からこれが導入されて、

指定管理者制度で管理している施設は４

２あろうかと思いますけれども、図書館２

つを除いて４０について、非公募、公募も

含めて指定管理者制度の見直しが行われ

た年でもありました。これがどうであった
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のかということを捉えていこうと思いま

す。 

 もう一つは、第５次行革のまとめが行わ

れて、平成２６年度から３０年度に向けて

これが始まっていったということであり

ます。そうしたことも念頭に置きながら、

いろいろ質問に入っていきたいなと思い

ます。 

 最初に、市債の問題であります。決算概

要の１８ページから２３ページに市債に

ついての記述があります。きょうは決算で

ありますけれども、流れとしてこの決算を

受けてのことしの財政状況もかみ合って

きますので、少し今年度に入り込みますけ

れども、その点は委員長によろしくお願い

しておきたいと思います。まず市債は平成

２６年度決算では一般会計２３６億円で

あります。公共下水道事業会計で３６３億

円、水道事業会計が２９億円あります。一

般会計と公共下水道をプラスしますと５

９９億円の残高であります。これは１０年

間でどうかといいますと、平成１６年度の

決算が８８２億円でありまして、２８３億

円、約３２％削減されたという到達であり

ます。きょうはそういうことを前提として、

決算概要に各利率ごとに債権者ごとに資

料がありますので、この辺のことについて

お尋ねをしたいと思います。 

 その前にその他の金融機関というのが

この概要の中にあります。財務省、ゆうち

ょ銀行・かんぽ生命保険、大阪府、地方公

共団体金融機構、市中銀行、その他金融機

関、共済等ということで書いてありますけ

れども、この中でその他の金融機関がどう

いうところなのかというのを、まずお示し

いただければと思います。 

 そして、平成２５年に比べて、その他の

金融機関が１０億円の残高から７億円ふ

やされて約２８億円にふやされてますの

で、ほかは減ってるんですよ。そういう関

係で、そのところも含めてお話をいただき

たいと思います。 

 もう一つは、関連になりますけれども、

まず今年度当初に決算も受けて、吹操跡地

の売却も含めて、そういう財源を活用して

４０億円のお金を市債発行で、または活用

していこうという流れでありますけれど

も、その辺の問題についても少しご紹介を

していただきたいと思いますが、あわせて

いわゆる繰上償還の問題について、財務省

についてはなかなか許可がもらえないわ

けでありますけれども、この間の繰上償還

の歴史についても少し答えられれば答え

ていただきたいと思います。 

 それと、３つ目が、平成２６年度の市債

残高が２３５億９，８００万円、まあ２３

６億円でありますけれども、平成２７年度

９月時点での残高を見ますと、９月時点で

の今年度末の見込みは２４０億５，０００

万円という数字が出ています。これは決算

を受けて新たな財源を加味してますので

関連して質問をさせていただきますけれ

ども、この歴史をいいますと、市債につい

ては大体毎年一般会計でも１０億円の範

囲でどんどん減ってきている。先ほど申し

上げたように２８３億円、この１０年間で

減ってきているんですけれども、毎年、年

度当初に基金を取り崩すけれども、これを

戻して市債を逆にふやすという、こういう

運営を行ってきてます。市債の発行につい

ての守る基準があるだろうと思うんです

けれども、なぜそういう基準からした場合

にふえるのかということについてもきち

んとお答えいただきたいと。大体過去に借

金が多かったものですから、元利元金の償

還金が多いので新しく毎年毎年発行する



- 33 - 

 

起債については、元金を越えないとかでや

っておりますけれども、今回はもう越えよ

うとしてますので、そういう点も含めて市

債問題で以上の３点をお願いしたいと思

います。 

 ２つ目、市税の問題です。個人市民税と

法人市民税があります。決算額は市税総額

全体では１７３億７，０００万円でありま

す。個人市民税が４１億７，０００万円、

法人市民税が２１億７，０００万円であり

ます。まず、単純な質問でありますけれど

も、数年前に市内法人の実態について、大

企業で資本金１０億円以上、従業員が５０

人以上、いわゆる第９号法人と第８号法人

について２９社当時はありましたけれど

も、法人税割ゼロの企業が８社ありました。

これが今どういう状況なのか。 

 事務報告書の７２ページに個人と法人

のそれぞれの納付者数が出ておりますけ

れども、あわせて資料をいただいておりま

すけれども、一番の上の大企業は第９号法

人で資本金５０億円超えて、従業員５０人

を超えると。均等割が３００万円で、この

納税企業数が１９であります。調定額が５

億３，０００万円であります。次の第８号

法人、資本金１０億円を超えて５０億円ま

での間で、従業員５０人を超える、こうい

う企業の状況でありますけれども、均等割

が１７５万円で、企業数が１０業者で、１

億１，７００万円であります。こういう第

１から第９号法人までありまして、一番多

いのが資本金１，０００万円以下、５０人

を超えない、いわゆる家族企業も含めてそ

ういうところで全体３，０３８納税者であ

りますけれども、３分の２がそういう実態

であると。そこで第２号法人が資本金１，

０００万円以下、従業員５０人を超えると

いうランクであります。ここで２３事業所

がありますけれども、４億７，０００万円

の税金を納めていただいております。第９

号から第１号を見ますと、いわゆる大企業

の上のランクの１９事業所で５億３，００

０万円。第２号法人で、２３事業所で４億

７，０００万円、近い金額で納めているわ

けですけれども、この辺の実態も含めてお

話をいただきたいと。 

 次に個人市民税の問題です。いつもこの

問題は一般質問でも使わせていただきま

すけれども、働いている皆さん方の収入状

況がどうなのかということについて簡単

な質問でありますけれども、いつも資料を

いただいて、直近は昨年度分の税金の申告

に従って所得金額が反映されますけれど

も、そして昨年３月に平成２５年分の状況

についていただいておりますけれども、北

摂で箕面市が一番であります。１人当たり

の所得金額は１００万円違います。こうい

う実態もこの間伝えて申し上げてきてお

りますけれども、アベノミクスが実行され

て２年か３年になりますけれども、実質賃

金がなかなかふえないと、ようやくこの７

月になって、前年対比の実質賃金について

はわずか０．３％、２７か月ぶりにプラス

に転じたわけです。それまでずっとマイナ

スなんです。そういうことも多分反映され

ていると思いますけれども、そういうアベ

ノミクスの関係も含めて働く皆さんの所

得状況についてどう見たらいいのかとい

うことと、府下的な状況についてもあわせ

てご答弁いただきたいと思います。 

 次は、消費税問題です。消費税は５％か

ら８％まで引き上がりました。決算額が１

１億３，６９５万円であります。年度当初

の予算が１２億６，２５０万円計上されて

ましたので、結構差があるんです。１億２，

５５５万円。そういう理由も含めて、消費
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税が３％引き上がりましたけれども、実際

の摂津市に入る金額がこれに至った理由

といいますか、あわせて今後、今の予定で

は２０１７年４月から消費税が１０％に

移行しようとしておりますけれども、地方

消費税の問題について都道府県と市町村

の取り分がありますけれども、中期財政見

通しで出ておりますけれども、今後の毎年

の地方消費税交付金額の見込みについて、

その理由も含めて少しお答えいただきた

い。 

 次に、財政運営の問題に関連して、まず

中期財政見通しであります。今回、本会議

でも申し上げましたように、１０年間分の

財政見通しを出されました。過去なかった

項目が出ております。それから入りますけ

れども、まず市営住宅ですね。今後、来年

から４年間で約１１億円のお金が事業費

で計上されています。市営住宅として三島

と一津屋にあります。想像するに鳥飼八町

団地にかかわるのも大きいのかなと思い

ますけれども、この１１億円のお金の使い

道、計画について。 

あと、庁舎管理で新たに３年間で５億円

の金額が計上されていますが、その中身に

ついて。ごみ焼却施設で３０億円の予算が

組まれてますけれども、茨木市との関係で

いろいろ動きがありますけれども、この３

０億円の問題について。この３点をまず新

しい問題としてお答えいただきたいと。 

 次に、中期財政見通しについてのこの見

方ということで、本会議の議論とだぶらな

いようにしたいと思いますけれども、平成

２６年度の決算を受けて決算カードが出

ておりますけれども、標準財政規模が１８

１億円であります。いわゆる財政悪化の途

中のイエロー段階である早期健全化団体

については標準財政規模に対する１２．５

８％を掛けた２２億８，０００万円の赤字

が生じれば早期健全化団体になるわけで

す。財政再生団体、いわゆる倒産というこ

とになりますと、２０％を掛けますので３

６億２，０００万円の赤字が出たらそうな

るわけでありますけれども、そういうこと

を前提として議論をしたいと思うんです

けれども。今回出した中期財政見通しで、

平成３５年度に４８億６，１００万円の基

金を使って、残りは赤字が出ます。この年

にいわゆる財政再生団体になるという数

字なんです。数字がややこしいんですけれ

ども、今回の吹操跡地の売却も含めて今年

度末見込みが１４３億円の基金も含めて

残高が残ります。これを平成３５年度、４

８億円をゼロで計算しますと、この８年間

で１９１億円のお金を工面しなければゼ

ロにならないという計算になるわけです。

計算上は。少なくとも早期健全化団体２２

億８，０００万円の赤字が出るというとこ

ろを抑えようとしたら、この８年間で１６

９億円のお金を工面しないといけないと

いう計算になるわけです。この行革で平成

３０年までを含めて、その後５年あります

けれども、この１６９億円ないしは１９１

億円のお金を第５次行革で工面しようと

して考えているのかという疑問が生じる

わけであります。考え方も含めて、いろい

ろご意見もあろうかと思いますので的確

にご答弁をいただいて、また議論をしたい

と思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 そして、信頼性の問題について一言この

際聞いておきます。 

 平成２２年度にまとめた見通しで、平成

２８年度に３６億８，０００万円の赤字が

出て、財政再生団体に転落しますよという

ことでありました。今回の見通しでは平成



- 35 - 

 

２８年度、逆に１２２億円の黒字でありま

す。こういう端的な違いも含めていろいろ

行政展開の一つの土台として財政見通し

を挙げられてますけれども、中期財政見通

しのこの間の見通しの問題についてどう

いう総括をされているのかということを、

この際聞かせていただきたいと思います。 

 次、第５次行革の個別の問題で、細かい

ことは聞きません、大枠の議論をしたいと

思います。 

 まず、一つは、改革の柱の１の人の改革

で、人材育成５項目、事務執行の適正化に

関するアクションプラン策定があります。

この中で事務処理が増加してるというふ

うに述べています。だから、業務執行の適

正化に関するアクションプランの策定が

必要なんだという理由づけをしておりま

すけれども、これがどういう事務処理上の

状況なのかということをこの際一つ聞い

ておきたいと思います。 

 ２つ目は、同じく改革の柱の１で給与制

度の適正化のところの２項目目、各種手当

を原則国に準じるように見直すというこ

とであります。人件費問題はいろいろ地域

手当の問題から、過去にいろいろ議論もさ

れてきました。近隣各市が１０％、１２％

の地域手当で、摂津市は６％ということで、

この是正をなくしていろいろしんどいの

ではないかということで、基本は組合との

協議によりますけれども、地域手当の問題

も含めてこういう人件費の一部でありま

すけれども、この各種手当の見直し問題に

ついて少し、きょうは議論をしたいと。 

 それで、地域手当の問題についてはご承

知のとおり、平成１８年度、それまでの調

整手当からその地域の民間企業の賃金に

合わせて、その地域の自治体の給料を決め

るんだということで地域手当制度が導入

されまして、摂津市は６％ということであ

ります。今、国のほうでは平成３０年を目

標にして上げていくと。２％に下げるけれ

ども、一方では地域手当を是正していくん

だという話も出ておりますけれども、この

地域手当に対する本市の取り組みと国の

動きですか、この辺も含めて特殊勤務手当

の中での、特にきょうは述べたいのが年末

年始の勤務手当について、これは時間外手

当とダブルで併給してるという問題につ

いて、いろいろな見方がありますけれども、

やっぱり是正すべき範疇だと思っていま

すので、この地域手当の問題と年末年始の

勤務手当の問題についてご答弁いただき

たいと思います。 

 ３点目は、市役所窓口業務の問題であり

ます。改革の柱６で利便性の向上、中身と

しては所管外になるんですけれども、大ま

かで結構ですのでお願いしたいと思いま

す。 

 市役所窓口業務の集約とあります。いろ

いろマスコミ等で総合窓口だとかいろい

ろな窓口の対応の仕方について報道され

ておりますけれども、この目指すべき姿に

ついてどういうものを見てるのかという

ことについて、一言お答えを求めていきた

いと思います。 

 ４つ目は、改革の柱の２でいわゆる下水

道２課と水道部の統合というのがありま

す。来年度統合するということで目標設定

がされていますけれども、平成２８年度に

統合するときの姿だとか、そのためのいろ

いろな諸問題だとか、それとその後どうい

うふうに動いていくのかということにつ

いて、答えられる範囲で結構ですから答え

ていただければと思います。 

 次、集会所での問題であります。これま

で集会所の問題についてはいろいろな角
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度から議論をされてきました。きょうは小

さい問題も含めて質問したいと思うんで

すけれども、多くの利用者から聞こえてい

る声は洋式トイレの問題であります。高齢

者も含めて、自分の家には洋式便器がある

けれども集会所にはないということで、そ

の都度自分の家に走ってということもや

ったり、我慢して集会をするということが

ありますので、ぜひ最低１つ洋式便器をつ

くってほしいという要望が届いてます。こ

れは既に聞いていると思いますけれども。

そのことからまず今の５３か所の集会所

の中でどのぐらい洋式トイレが設置され

ているのかという問題と、洋式トイレの設

置についての今後の考え方について。 

 それと、第５次行革で平成２９年度に集

会所整備方針を決定するとしています。こ

れはあと２年半しかありませんけれども、

これまでも議論してきましたように、他市

にない集会所の位置づけといいますか、５

３か所もこの小さいまちで集会所がある

わけで、当然１年間で見て数回しか使って

ない集会所もあるかもわかりませんけれ

ども、ここを生かして地方行政を展開して

いくという手はあると思うんです。どうい

う形で生かしていくのかということもち

ゃんと頭に入れて整備計画を進めていた

だきたいというのが質問の趣旨でありま

すけれども、地域コミュニティの拠点でも

ありますし、実際建物があります、傷んで

いる建物もあり、改善を要します、いろい

ろな違いはありますけれども、どういう構

えで、どう生かす形で進めていこうとする

のか、その辺をどうお考えなのかこの際聞

いておきたいと思います。 

 次に、小規模修繕工事等登録制度の問題

についてお尋ねします。 

 平成１９年度から公共事業に参加でき

る入札資格を持たない小規模事業者に対

して、小規模な修繕工事、今は限度９０万

円でありますけれども、参加してもらう制

度として実施をされてきました。最初は３

０万円で出発しましたけれども、平成２６

年度の結果は登録６８事業所、受注事業所

は４１社であります。６０．３％の事業所

が発注額１億円を超える金額を一応受注

するというところまできてますけれども、

平成１９年から７年たちますので、いろい

ろこの間改善もしていただいて多くの

方々に仕事が行き渡るようにいろいろな

工夫をしていただいたことも知っており

ますけれども、今のこの課題といいますか、

公平性からしても、平等からしても、職員

さんも大変ですけれども、それの問題でど

ういう対応、改善をなされてきたのかとい

うことと、この７年間の総括について少し

まとまったお話をいただければと思いま

す。 

 次に、人口ビジョン、地方版総合戦略の

問題であります。これは、これから具体的

な作業を進めていきますけれども、予算上

は昨年の途中で補正予算を組まれまして

約１，０００万円でありましたけれども、

これが全て平成２７年度に繰り越しがさ

れました。そういう関係で、基本的な問題

だけ聞かせていただきたいと思うのです

が、特に人口問題であります。今の第４次

総計をつくるときに、摂津市は出生率１．

４１から出発をしまして、当時大阪府下が

１．２５でありました。こういうことも参

考にして平成３２年度、１０年後に８万人

の人口想定をいたしましたけれども、特に

これから人口ビジョンも含めてつくろう

としておりますけれども、その辺の現段階

での人口ビジョンに対する考え方につい

てお尋ねしておきたいと思います。ちなみ
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に平成２７年３月末の人口は８万５，４５

１人であります。当初の人口想定でもたく

さんプラスの方向にふえておりますけれ

ども。 

 次に、公共施設総合管理計画、いわゆる

インフラ寿命化計画であります。これを来

年度策定しようということで第５次行革

で言われておりますけれども、先ほど公有

財産管理台帳システムとかマネジメント

支援システムということで、その手前のデ

ータベース化の問題や話をされましたけ

れども、これが今後１０年間でどうやって

いくのかということが問われております

けれども、現段階で答えられる分だけ答え

てほしいなと思います。 

 最後に、指定管理者制度の問題でありま

す。ご承知のとおり、冒頭に申し上げたと

おりで、４０施設について非公募と公募に

分けて指定管理者制度が改めて導入され

て、管理者が決まりました。当時選定委員

会の諸問題も含めていろいろ指摘もし、申

し上げてきました。そこで１年間終わりま

した。指定管理を見直すためにこの間行政

として検討されたいろいろな提言があり

ますけれども、提言から見ても１年過ぎた

ら６０日以内に事業所の報告書ですね。あ

わせて行政側としてモニタリングだとか、

評価書をちゃんとつくって提出をすると

いうことが言われていますけれども、その

辺の取り組み状況についてまずお聞きし

たいと思います。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 まずは、石原課長。 

○石原財政課長 それでは、野口委員のご

質問のうち、財政課にかかわりますご質問

に答弁申し上げます。 

 まず、市債のその他の金融機関というこ

とでございます。その上に市中銀行という

のがあります。こちらのほうが都市銀行で

ありますとか、地方銀行、長期信用銀行と

いうことになっておりまして、それらを除

きます金銭の貸し付けをしているものと

いうことでその他の金融機関というふう

にくくっているところでございます。具体

的にいいますと、信用金庫でありますとか、

生命保険会社でありますとか、農協であり

ますとか、そういうところが借入先のその

他の金融機関ということになっておりま

す。ここの部分がふえてきているというこ

とでございますが、市債につきましては借

入先が起債の項目によってそれぞれ国、政

府資金でありますとか、縁故債、銀行等で

借りる資金繰りのほうが決まっておりま

して、今回臨時財政対策債というものなん

ですけれども、こちらのほうを政府資金で

借りるか、または縁故債という形で借りる

かという方法がとれるんですけれども、今

本市としましてはできるだけ競争原理を

働かせて利率を抑えたいということで、こ

の金融機関、市中銀行、またその他金融機

関の中で入札をしまして、借り入れのほう

を行っております。その分でここ最近の交

付税に伴いまして発生します臨時財政対

策債のほうの金額がこの項目にあたりま

して、金額がふえているという状況でござ

います。 

 それと、繰上償還についてなんですけれ

ども、過去に通常なかなか政府資金と先ほ

ど委員がおっしゃられましたように、政府

資金等の返還というのは途中での返還が

難しいという形になっているんですけれ

ども、平成１９年から２１年度までにつき

ましては臨時的な特例措置としまして一

部金利が高いものについて、また交付団体

というたしか縛りがあったかと思います

けれども、そういうところにつきましては
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補償金を免除した繰上償還という制度が

ございました。それが最終的には２４年度

までそういう制度があったということも

ありますけれども、今はそういう制度がご

ざいませんで、繰上償還のタイミングとし

ましては起債の許可を２０年とった中で

１０年後に借り替えをするというふうな

形のものがあります。その時点でそのとき

の財政状況によって繰上償還をするのか

どうかという方法、またその事業目的が終

了したものについては当然繰上償還をし

ないといけませんけれども、そういうふう

なタイミングで今現在繰上償還のほうを

行っているところでございます。 

 あと、市債と基金の関係かと思います。

本市の状況をまず話させていただきます

と、やはり市債につきましてはその中で一

番財政の指標としていえるのが実質公債

費比率という問題があると思います。こち

らのほうは府内平均でいきますと、昨年度

ですけれども６．３％と。うちのほうはや

や１％上回っていたかと思いますけれど

も、それよりも近隣各市の状況を見たとき

に、茨木市でありますとか、高槻市であり

ますとか、そういうところの実質公債費比

率というのはマイナスの表示が立ってお

ります。そこから単純に評価しますと、や

はり摂津市の市債残高というのはまだま

だ多いと。先ほど言われましたように、府

内平均でいきましても大体公債費の市民

一人当たりが１８位ぐらいになっている

のかなと。それが公共下水道事業会計であ

りますとかの繰り出しを足しますと順位

的にはもっと上がりまして、ワースト１０

の位置に平成２５年度ではあったという

ふうに認識しております。それらがありま

すので、やはり今後は将来できるだけそう

いう負担を減らしていくためには先ほど

申されましたように、元金償還以内の発行。

やはり、こちらのほうにはしっかりと努め

ていかないといけないと、財政規律として

そこを抑えていかないといけないという

ふうに考えております。ただし、全体的に

線で考えたときにはそういう方向を目指

しておりますけれども、その時々で経済状

況でありますとか、いろいろな外部要因が

出てきますのでそのときにあわせて、多少

それが逆転することもあるかもしれませ

んけれども、財政担当としましては、やは

り今後の将来の負担を減らしていくとい

う点では右肩下がりに市債残高のほうを

減らしていって、公債費を抑えて、その抑

えた分に社会保障費関連の事業等に当て

ていくと、そういうふうな財政運営をやっ

てまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 それと、地方消費税交付金の問題ですけ

れども、こちらのほうは５％から８％に平

成２６年４月になっております。平成２６

年度当初予算の算式としましては、こちら

のほうは国のほうからまず府のほうに交

付されまして、それが市町村に交付される

という形になっておりますので、府の税制

のほうでそのときの経済状況であります

とか、消費動向でありますとか、そこを見

込みまして大体昨年度の何パーセント増

という数字を出していただいております。

今回につきましてもそこの部分を活用し

まして、昨年度から府のほうで出された増

減率を掛けまして算出をさせていただい

ているところでございます。ただ、思った

よりもやはり消費税が上がったことによ

る変動といいますか反動といいますか、そ

ういうもので見込みが少し落ちてるとい

うことと、あとはこの交付金が入る時期が

平成２６年６月に入ってくるものにつき
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ましては、前年の１月からたしか３月でし

たか、その分が平成２６年度に入ってきま

すので５％の数字が入っていたというこ

とで、その辺も若干落ちの原因ではないか

なというふうに考えております。 

 それと、中期財政見通しのほうに移りた

いと思います。まず、市営住宅でございま

す。こちらのほうにつきましては、平成２

８年度予定しておりますのが一津屋第１

団地の大規模改修、こちらのほうの予定を

しております。それと、平成３０年度には

鳥飼八町団地の建て替えの設計、また一津

屋第２団地の大規模改修、それと平成３１

年度には鳥飼八町団地の建て替え工事の

ほうを見込んでいるところでございます。 

 それと、庁舎管理についてでございます。

こちらのほうは平成２７年度予定してお

りますのが、初計上させていただいており

ますが、市庁舎の総合整備事業の事前方針

の策定業務委託料、こちらのほうを計上さ

せていただいておりまして、平成２８年度

はそれを受けて西別館の建て替え事業も

含めた内容を検討しているところですけ

れども、官民連携の支援業務委託というも

のをここで見込んでおりまして、平成２９

年度には市庁舎の中央監視装置、また新館、

本館、東別館の空調機の改修、こちらのほ

うを見込んでいるところでございます。 

 それと、ごみ焼却施設の更新ということ

でございます。こちらのほうは、ごみ減量

及び資源化率の向上により焼却炉の延命

を図っていますが、平成４０年度に施設の

更新が必要であるということで、平成３７

年、平成３８年、平成３９年という、計画

では平成３７年度までになってますけれ

ども、その後、平成３９年度までそれぞれ

歳出としましては３０億と４０億の金額

のほうを見込んでいるところでございま

す。 

 それと、中期財政見通しの中で今のこの

見込みでいきますと、平成３５年度には財

政再生団体になるという見込みになって

おります。こちらのほうを今後どうしてい

くのか、もちろんこの作成意図としまして

は、現状の行政運営を続けるとこういうふ

うになってしまうというところをお見せ

させていただきまして、さすれば今何をす

べきかということを一人一人の職員がし

っかりと考えていただきたいという材料

の一つとして作成をさせていただいてお

ります。こちらの財源を埋めていく方法と

しましては、もちろん、先ほど言われまし

た第５次行革、これを、やはり、しっかり

と進めていくこと、それと、また、新たな

財源確保という視点で、国、府の動き、動

向を見て、しっかりとその時代に合った事

業展開をしていく、現在、やっているもの

が、常に正ではなくて、その時代に合った

行政運営をしていくためにどうしていく

かというふうなところの視点で、この中期

財政見通しのほうを作成しておりますの

で、今後、今のところ、第５次行革のとこ

ろを着実に進めていくことというのが、大

事ではないかなというふうに考えており

ます。 

 それと、中期財政見通しについては、毎

年の決算を受けまして、ローリングのほう

をさせていただいております。 

 ５年、１０年後の状況というのは、さす

がに経済状況というのもかなりの上振れ

も下振れもございまして、なかなか難しい

ところではございますが、できるだけ、そ

の時々の最新の情報をこの中に埋め込ん

で、歳出につきましては、主要事業等につ

いても各原課のほうとしっかりとヒアリ

ングをして、精査に努めているところでご
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ざいます。 

 この作成をするに当たって、本市の場合、

特に、市税については、経済的な要因によ

って、上下するところがございますので、

そこの指標をどう見るかによって、はっき

り申しまして、いいようにも悪いようにも

つくれる、言葉が悪いかもしれませんけれ

ども、そういう状況もあることは確かでご

ざいますけれども、財政担当としましては、

やはり、あらゆる指標について、厳しめを

しっかりと見ていかないと、あのときに、

どういう試算をしたのだということにな

りかねないというふうに感じております

ので、そういう視点も含めながら、この中

期財政見通しのほうを作成し、その時々、

毎年、ローリングのほうを行っておるとこ

ろでございます。 

 最後に、小規模事業者の登録制度でござ

います。 

 こちらのほうは、平成１９年度から開始

しまして、当初、対象額として３０万円、

平成２１年度からは６０万円、平成２４年

度からは、おおむね９０万円ということに

なっておりまして、平成１９年度当初、小

規模業者への発注額としましては、約１，

１５０万円という数字、平成２６年度の決

算では、１億１，３８０万円というふうに

なっておりまして、額的にも、件数的にも、

一定、成果が上がってきておるのかなとい

うふうに考えております。 

 なかなか対象件数に対しまして、小規模

業者への発注件数というところの差があ

るわけでございますけれども、どうしても、

緊急性でありますとか、高齢施策という部

分もございますので、そういう部分を除い

て、今後、できるだけその発注率を高める

方法としましては、やはり、職員にもこう

いう内容について、しっかりと周知してい

く、業者にも、しっかりと営業活動をして

いただいて、こういう制度があるというこ

とも知っていただくということも大事か

なと思っております。 

 平成２４年度からなんですけれども、小

規模の対象となる事業と、うちの対象とな

る各課、小学校をもっている教育委員会の

総務課でありますとか、公園みどり課であ

りますとか、そういうところとの面談とい

いますか、懇談会といいますか、そういう

こともやっているところでございます。 

 その中で、業者の意見をしっかりと吸い

上げて、よりよいものにしていく、そのう

ち、やはり、アンケート等もとっておりま

すけれども、その中で、こういう課がある

のだなとか、しっかりと自分のところの事

業の説明ができたと、そういうふうないい

声もたくさんいただいておりますので、こ

の制度が、よりよいものになるように、今

後も、いろいろな社会状況に合わせて、制

度改革のほうを図っていきたいというふ

うに考えております。 

○三好義治委員長 和田次長。 

○和田総務部次長 それでは、法人市民税

の法人別の内訳から説明をさせていただ

きます。 

 平成２６年度の法人市民税の法人別の

主な内訳につきましては、高額順にいきま

すと、資本金等の金額５０億円超、市内従

業者５０人超の、いわゆる第９号法人が１

９法人で５億３，０００万円、次に、資本

金等の金額１，０００万円以下、市内従業

者５０人超の第２号法人が、２３法人で４

億７，２００万円、資本金等の金額１０億

円超５０億円以下、市内従業者５０人超の

第８号法人が、１０法人で１億１，７００

万円となっております。 

 なぜ、第２号法人が多いのかということ
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ですけれども、基準となります資本金等の

金額の算定、これは、資本金から準備金を

差し引いた金額ということになっており

ます。 

 したがいまして、長期投資の必要な摂津

市に在住いたします大手運輸会社の場合

は、多額の準備金を積み上げておられます

ので、それを差し引いた結果、そのランク

にその会社が入っているということで、結

果、そういうランクづけになっている訳で

ございます。 

 また、法人税割の納付のない法人、いわ

ゆる赤字欠損法人でございますが、これは、

平成２６年度におきまして、第９号法人が

１９法人ございますけれども、その中の６

法人、第８号法人は１０法人中２法人がそ

のような形になっております。 

 続きまして、個人市民税の現状と認識と

いうことで、ご説明をいたします。 

 平成２６年度の個人市民税決算収入額

は、０．５％の増収という形になっており

ますけれども、その内容につきましては、

復興増税に伴う均等割の増収部分を差し

引きますと、ほぼ、前年度と同額というこ

とになっております。 

 その要因は、企業業績は非常にアップし

ているのですけれども、それが、個人所得

につながっていない、つまり、企業の内部

留保に回った結果ではないかという推測

をしております。 

 また、摂津市の納税義務者一人当たりの

所得金額、これは、約２８８万３，０００

円になります。 

 これを府下で比較いたしますと、４３自

治体中３４位となっております。 

 ここ数年の水準は、ほぼ同じ状況でござ

います。 

 個人市民税につきましては、平成２０年

度から続いておりました納税義務者数の

減少傾向が、南千里丘の大規模マンション

の入居に伴う人口増によりまして、平成２

４年度において、歯どめがかかりました。 

 その後、微増傾向が続いております。 

 ただ、現在進行中ですけれども、平成２

７年度の当初課税が終わった時点で、南千

里丘のタワーマンションの入居に伴う人

口増がございまして、納税義務者数や、調

定額につきましては、はっきりと増額が確

認をできております。 

 したがいまして、税収確保の視点からも、

人口減少社会への対応というものが、市の

未来を左右する極めて重要かつ全市的な

課題という認識をいたしております。 

○三好義治委員長 次に、川西課長。 

○川西政策推進課長 ３点のご質問にお

答えいたします。 

 まず、下水道と上水道の統合の姿という

ことでございますが、平成２９年度に下水

道事業に、地方公営企業法を適用する、い

わゆる法適化を行いまして、さらなる財務

健全化を検討しているところでございま

す。 

 それに向けまして、平成２８年度４月に

下水道業務課、下水道事業課を、既に公営

企業となっております水道部に統合いた

しまして、万全な体制のもとに、平成２９

年度の法適化の準備を進めてまいりたい

と考えております。 

 現段階におきましては、ここまでの方向

性なのですけれども、今後、また、課レベ

ル、係レベルの具体的なお話、機構改革図

等につきましては、第４回定例会に上程さ

せていただければとの予定で、今、進んで

おります。 

 続きまして、人口ビジョンの考え方とい

うお問いに対してなのですけれども、この
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人口ビジョンというのは、西暦２０６０年

までの本市の人口でありますとか、また、

特殊出生率の目標値を戦略的に定めると

いうものでございます。 

 現在、国のほうから数字が出ておりまし

て、国立社会保障人口問題研究所というと

ころが、各市町村の人口のこれからを、今

のまま何もしなければこうなるという数

字を示しておりまして、本市の場合、２０

４０年には、約６万８，０００人になるだ

ろうと、続いて、２０６０年には、５万３，

７００人程度になるであろうという予想

を示されておられます。 

 この状況は、非常に厳しい数字と、我々

は受け取っておりまして、人口ビジョン、

何とか、これから人口が徐々に減っていく、

これは、どこの自治体でもしょうがないの

かもしれませんが、何とか減るスピードを

ゆっくりしたいというふうにプランを組

み立てていく予定でございます。 

 具体的な方向性のお問いということな

のですけれども、まず、摂津市の現状とい

たしまして、今、特殊出生率、摂津は１．

５でございます。 

 全国平均は、１．４２でございます。若

干、摂津市は高い数値にございます。 

 それらを勘案いたしまして、また、いろ

いろ調べてまいりましたら、よく言われる

ように、摂津は、２０歳から２０代前半の

層がよく転入されてこられる、ところが、

３０代半ばぐらいにかけての層が転出が

多い、また、転出先も近隣である場合が結

構ある。 

 人口ビジョン、何とか人口の減少を食い

とめるために、具体的な考え方、これから

練るのですけれども、柱の中に、この他市

に転出される層を何とか食いとめるとい

うところを、軸に入れなければと考えてお

ります。 

 続いて、指定管理者制度の評価の取り組

みについて、進捗状況、現状というお問い

でございますが、指定管理、基本的に５年

でございます。 

 今まで、平成２３年、平成２４年、平成

２５年と３年、ここから５年の契約なので

すけれども、指定管理、何もしなければ、

これだけ長い期間ですので、チェック体制

がなかなか厳しいと、これではいけません

ので、今回の５次行革の中でも、平成２７

年度から、毎年のチェックをかけますよと、

評価をしますよと、それを、ホームページ

等で公開しますよというふうにうたって

おります。 

 今まででしたら、指定管理の期間全体の

評価をしまして、公開をしていたのですけ

れども、この平成２７年度から、１年単位

の評価に切りかえるということで、ことし

に限っては、１１月に評価結果を公表いた

します。 

 準備期間にいろいろございますので、ま

た、今までの評価内容とも若干変えており

ましたり、今まででしたら、各施設共通の

評価項目だったのですけれども、共通項目

と、また、施設オリジナルの施設ごとの評

価項目、そのあたりも今回の評価に入れて

まいりました。 

 それの作成でありましたり、取りまとめ

の時間といたしまして、ことしに限っては、

１１月末までの公開というふうに、ロード

マップに記載させていただいております。 

 次年度以降は、８月中の公開というふう

に、進行管理の中で、ロードマップの中で、

記載させていただいておるところでござ

います。 

○三好義治委員長 大橋参事。 

○大橋市長公室参事 野口委員の第５次
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行革にかかわりますご質問に、順次、ご答

弁申し上げます。 

 まず、業務執行の適正化に関するアクシ

ョンプランのお問いでございますけれど

も、事務処理の実態ということなのですけ

れども、職員数は９００名から６４０名に

なって、その事務の一人当たりが処理をい

たします事務そのものについては、やはり、

ふえているだろうと、これは、権限移譲の

問題であったり、高齢化等の進展の中では、

事務の対象者数の増加の問題、これらを踏

まえますと、やはり、ふえているというふ

うに捉えております。 

 ただ、ここで、業務執行の適正化の中で、

述べさせていただいているミスの部分、先

ほど、答弁をさせていただいたのですけれ

ども、事務処理のミスの実態把握をする中

で、ミスの内容についても検証をしており

ます。 

 それらについては、基本的には、仕事の

基本的な部分を心得ておれば、間違えるこ

とは余りない起案のミスであったり、手続

のミスであったりというのが多いという

ふうに認識をしております。 

 この問題については、摂津市だけの問題

ではなくて、これは、東京都の前総務局長

が、いろんな自治体に研修にいっておっし

ゃっていることなのですけれども、やはり、

多くの自治体でこういう問題が起こって

いると、その部分が、業務執行の適正化の

中での事務処理のミスの部分が大きいと

いうふうに認識をしております。 

 その要因については、パソコンの部分も

あったりはするのですけれども、やはり、

大きな部分が、世代間の継承というところ

が、一つ大きな問題として、全国的にも認

識をされているというところでございま

す。 

 そのあたりも踏まえながら、先ほどもご

答弁させていただいたのですけれども、財

務の部分であったり、文書の部分であった

り、会計の部分であったりというところの

研修について、職員みずからが、若手の職

員に対して、研修を図っているということ

で対応をしております。 

 次に、手当の問題でございますけれども、

地方公務員の給与、給与制度、手当も含め

てですけれども、基本的には職務給の原則

と均衡の原則というものがございまして、

均衡の原則というのは、地域の民間賃金の

部分と近隣の自治体とのバランスという

ことが、一番大きな問題となっておりまし

て、それらも踏まえて、原則的には、国に

準じるということの中で、全国的にそうい

う流れになっているのが現状でございま

す。 

 手当の問題につきましては、ここでは特

殊勤務手当ということで、長年の組合との

交渉、協議の中で積み重ねてきた問題であ

りまして、この是正に向けては、人事とい

たしましても、過去から取り組みを進めて

おりまして、基本的には、全廃に向けて努

力をしていくということでは考えてござ

います。 

 その中で、やはり、本市の場合、懸念と

いいますか、若干、問題となるのが、今、

ご指摘もいただきました地域手当の問題

でございます。 

 今回の改正でも、本市の地域手当が６％

に据え置かれました。 

 隣接する自治体が、全て、１０％から１

６％という状況でございまして、こういっ

た状況は、恐らく全国的にもまれではない

かというふうに思っております。 

 ですから、こういった状況の中で、先ほ

どの均衡の原則で、近隣の自治体とのバラ
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ンスもどうなのだという問題も若干気に

なるところではございます。 

 参考までに、この地域手当が、国基準を

上回る支給をしている自治体というのが、

全国で８０ほどございまして、実は、これ

は、ほとんどの自治体が近隣の市に配慮し

ているであったり、当該地域内に国の官署

があったりということを理由に、そういっ

たことをしている自治体があるというの

は、実際にはございます。 

 ただ、我々といたしましては、なかなか

そこの部分は、難しいであろうというふう

には思っておりますし、これまで、国に対

しても要望等をしつつ、昨年は、大阪府市

長会としても、平成２６年の人勧の改定前

にできるだけ配慮していただきたいとい

う要望もしたのですけれども、なかなかそ

の要望というのは、聞き入れてもらえない

といいますか、難しい状況になっているの

が現実でございます。 

 地域手当４％の差というのは、やはり、

非常に大きいというふうには思っており

ますが、これは、全職員の問題、特勤手当

というのは、やはり一部の職員の問題とい

うこともございますし、それがやはり、こ

の情勢の中で住民の方に対してきちんと

説明がつくのかどうか、そこが、やはり、

一番大きいというふうに思っております

ので、そういった意味では、この特殊勤務

手当の分については、是正をする必要があ

るというふうに認識しております。 

 次に、窓口サービスのところでございま

すけれども、ここで書かせていただいてお

りますサービスの向上の取り組みでござ

いますけれども、これにつきましては、特

に、福祉部門なんかで申し上げますと、課

ごとの関連性が非常に高い、事務的に関連

性が高くなっている部分がありまして、先

進的に、そういう福祉部門の総合窓口とい

うのをつくっておられる自治体でも、その

辺を踏まえながら窓口を集約化して、サー

ビスの向上を図っている現状がございま

す。 

 まだ、今の段階では検討している段階で

ございますので、もう少し、本市の実情と

他市の取り組みの内容を精査した中で、先

行の自治体のような取り組みを実際に実

施していくべきなのかどうかということ

は、適切に判断をしていきたいというふう

に思っております。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 野口委員の２点の

ご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、集会所の件でございます。 

 洋式トイレの設置につきましては、地元

の要望を踏まえて、順次、改修してござい

まして、市内集会所５３か所のうち、現在、

４４か所が設置されておりまして、今年度

におきましても１か所、現在、工事中のと

ころがございます。 

 残りの集会所につきましては、地元の要

望をお聞きしながら、それから、修繕費と

いう限られた予算でございますので、そち

らを見ながら進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

 もう１点、集会所の整備方針についてで

ございます。 

 今年度は、再整備の整備方針につきまし

ては、以前から集会所の老朽化に対して、

お答えさせていただきましたが、今年度は、

再度、さらなる点検を行っておりまして、

老朽化状況を詳細に見ているところでご

ざいます。 

 また、それぞれの運営管理者に年間の使

用回数を、毎年お聞きしておりますが、そ

の内容についてもどういう団体が使われ
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ているのか、そのあたりを詳細に、今、聞

き取り調査をやっておりまして、その２つ

のデータを集めて、今度の整備方針に検討

していきたいと思っております。 

 また、野口委員もおっしゃられましたよ

うに、本市の強み集会所として数が多くあ

るということは、一つの強みであると同時

に、今、考えておりますは、福祉的なもの

で使えるかどうか、そのあたりも今後の方

針に加えて検討してまいりたいというふ

うに思っております。 

 続きまして、２点目の公共施設の総合管

理計画についてでございます。 

 集会所も含めまして、多くの公共施設は、

高度成長期に建てられて、将来、更新時期

を迎えるという時代がやってきます。 

 このような問題を抱えているのは、全国

の自治体同様でございまして、国のほうは、

平成２６年４月に、公共施設等総合管理計

画の促進ということで、通知を出され、来

年度２８年度がその除却費用等の財源措

置がなされるということで、一定の期限と

なっております。 

 公有財産の台帳システム等や、公共マネ

ジメントの新システム等に、現在、データ

をどんどん蓄積しておりまして、来年度の

計画策定に向けて進めていくにおいては、

いわゆる公共施設の箱ものだけではなく

て、インフラ等の庁内の縦断的な組織とい

うのもチームでありますとか検討会を早

い時期に立ち上げて、来年度の策定に向け

て進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、まず、市債の問

題です。 

 結論で申し上げますと、最後に課長が答

弁された最低の基準として、いわゆる元金

償還金を超えないというところは、きちん

と守るべきだと。 

 今、見ていたら、平成２７年度の今の段

階で、元金を超える新たな借金をしようと

いう流れになっていますけれども、その一

方では、第５次行革という、ばっさり市民

の暮らしにかかわる制度の廃止・縮小を行

うと、いろんな負担を押しつけていくとい

う、どこに行政としての立ち位置があるの

かということについて、疑問を持つような、

そういう中身になっていますので、その一

部として、基本である財政運営についての

市債問題については、ここは、やっぱり最

低ラインとして守るべきだということを、

改めて強調しておきたいと思います。 

 この借入先ごとの利率の問題です。 

 概要で示されている財務省が９０億、ゆ

うちょ銀行・かんぽ生命保険が１０４億円、

市中銀行は６９億円、一番高いのは、６％

超えで、財務省の３７２万１，０００円し

かないのですけれども。 

 そういった全体の利率別の残高を見ま

すと、財務省から共済等も含めますと、

３％以下が９７％であります。残り３％近

くが３％超６％以下となっていますので、

少なくとも３％から６％の間について、さ

っき申し上げた、ことしやろうとしている

中で、どのくらい含まれているのか。これ

は、ずっと年次の返済計画があって、単純

に繰り上げ償還にはまらないというとこ

ろもあろうかと思いますけれども、３％以

下の分について、繰り上げ償還ではなくて、

３％超えて６％以下について、やっぱり、

繰り上げ償還していくと、３％しかありま

せんけれども、その辺のバランス的なこと

については、この４０億円の償還という意

味では、どういうふうにお考えなのか、ど

ういう内容かというのを、教えていただき
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たいと思います。 

 もう１点、この１０年間で３２％、２８

３億円の借金が減ってきたのだというこ

とを、逆に自信を持っていただきたいと思

うのですけれども、いろんな見方が当然あ

りますよ、それは。それだけは、市民も協

力したということになるわけで、この辺の

１０年間の歩みをきちんと受けとめてい

ただいて、先ほど申し上げた基準を守って

いただきたいということは、改めて強調し

ておきたいと思います。 

 市税の問題であります。いわゆる法人税

の所得割について、以前は、ゼロが８つあ

ったといいますけれども、同じく今回も８

つあるという答弁であります。 

 平成２５年度は、一番近い大企業が、４

億５，０００万円ぐらい、当初の納める予

定にしていた法人税を数億円単位で返し

たということになったと思いますけれど

も、いわゆる摂津市の大企業、１０億円を

超える社員５０人以上のところの中で、今、

２９社ありますけれども、その中で、８社

が法人税はゼロだということになるので

す。 

 これもどう評価するのかというのは、担

当課長のほうからどう見たらいいのか、見

解を改めて求めたいと思います。 

 第２号法人が、事業所の数に比べて税額

を納めているという問題については、大手

運輸業者という話でありました。そうしま

すと、その運輸業者がたくさん納めている

と思いますけれども、第２号法人は１２万

円の均等割、２３社あります。４億７，０

００万円も納めていますけれども、いわゆ

る大手運輸業者が、名前は出ませんのでい

いと思いますけれども、何ぼくらい、この

４億７，０００万円のうちで納めていただ

いているのかというのは、質問したらだめ

ですか。斟酌していただいてご答弁いただ

ければと思います。 

 それと、個人市民税に関連して、今回、

いただいた資料に基づいてご答弁いただ

きましたけれども、平成２５年度分の摂津

市民の働く皆さん方も含めて、全体の年間

平均所得金額は、２８８万３，３６０円と

あります。 

 これは、市段階ではお話がありましたよ

うに、下から５番であります。 

 １９９７年ですけれども、消費税が５％

に上がった年に比べれば、７４万円減って

いるわけです。 

 それだけ、基本的に働く皆さんの所得は

減っているということは、いつも言ってい

ますけれども、改めて押さえていただきた

いと思います。これは、強調しておきたい

と思います。 

 消費税の８％問題で、もう一回、ご答弁

をいただきたいのですけれども、というこ

とは、１年分、全体が今回、決算の中に入

っていないということで見たらいいので

すか。その上で、中期財政見通しで、平成

２８年度１９億円、平成２９年度１９億円、

平成３０年度以降２０億円という見通し

を立てておりますけれども、この辺の１

０％への引き上げの関係を含めて、説明い

ただきたいと思いますが、今、８％で、国

の６．３％、都道府県市町村が１．７％、

１０％では、７．８％対２．２％になりま

すので、それを含めて、説明いただければ

と思います。 

 財政運営の中期財政見通しの問題です。 

 市営住宅で約１１億円を組まれました。

最後、平成３１年度まで、その金額でいこ

うとしておりますけれども、平成３１年度

に鳥飼八町団地が建て替えということで

話がありました。 
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 鳥飼八町団地は、多分庭があると思いま

すけれども、地方自治体としても、財政状

況が許せば、安価でいい住宅を提供してい

くという、公営住宅を提供していくという

義務は、当然、あろうかと思うのですけれ

ども、そういう点からすれば、喜ばしい方

向だと思っておりますけれども、この鳥飼

八町団地は、どのくらい、戸数的に、規模

的に考えているのか、今、答弁できれば答

弁していただいて、そのことを踏まえて、

現状市営住宅が何戸あって、それを含めれ

ば何戸になるんかということも、お示しい

ただきたいなと思います。 

 中期財政見通しの数字的な問題であり

ます。先ほど、仮の計算で、いわゆるイエ

ローカード、早期健全化団体の２２億８，

０００万円の赤字まで抑えようとしたら、

平成３５年まで１６９億円のお金を工面

しなければなりませんよという話を、冒頭、

紹介しましたけれども、この間、第１次、

第２次、第３次、途中で国の集中改革プラ

ンも出てきましたので、ややこしいですけ

れども、第１次のときに、財源効果が１９

億８，０００万円、第２次が平成１３年か

ら１５年の３か年間で、３１億２，０００

万円、第３次が、平成１５年から平成２１

年まで、７年間で、９０億９，０００万円、

今、第４次で、平成２４年末で２０億円の

効果を生み出していますという話であり

ます。 

 この第３次の７年間で、９０億円の財源

効果を生み出したという話でありますけ

れども、この倍を超える金額を、同じ８年

間、７年間で、今回、やらなければ、この

イエローカード、早期健全化団体になって

しまうという数字でありますけれども、こ

うなるわけです。 

 中期財政見通し上、平成３５年度にこの

４６億円を超える赤字が発生して、倒産し

ますよという数字を示す一方で、その前後

から、このいわゆる千里丘西地区だとか、

阪急連続立体交差事業とか、多額のお金が

どんどん動いているわけです。 

 確かに、中期財政見通しの見通しの度、

その赤字再建団体とか、それは別個だとい

う話もされましたけれども、この数字を見

た上では、平成３５年度で、レッドカード

に実際が向かっている中で、その数年前か

ら、１０億円、２０億円のお金が動いてい

るわけです。 

 これは、余りにも正常ではないと、僕は、

個人的に思うのですけれども、そういう見

方は、間違っているのでしょうか。改めて、

部長なり、担当者のほうからの答弁を求め

ておきたいと思います。 

 だから、先ほど、１次、２次、３次、４

次の数字を示しましたけれども、それを、

超える財源を賄おうというのが、第５次行

革なのです。 

 職員も減らされると、市民にとってもあ

あいう中身であります。夢がないのです夢

が、ぜひ、夢のある方向を取り組んでいた

だきたいということもあわせて言ってお

きますけれども、そういう面、答弁を求め

ておきたいと思います。 

 人件費の問題であります。地域手当の問

題は、ゆゆしい問題だと思います。お隣の

吹田市や茨木市にしても高いわけですか

ら、そんなに物価は変わらないというふう

に思いますし、逆に、法人、市民税などは、

人口が少ないですので、一人当たり大阪府

下１番でありますので、その近隣の企業の

数字を見ても高いわけでありますから、何

でこうなるのかという気は個人的にしま

すけれども、しかし、今、お話があったよ

うに、国の動きもなかなか厳しいわけであ
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りますけれども、基本的に２％少なくなる

と、一方では、地域間の配分の見直しで、

地域間の見直しについては、段階に引き上

げるという項目が入っておりますので、こ

れは、どう絡むかは別にしまして、基本的

な考えがありますので、ぜひ、頑張ってい

ただきたいということと、特殊勤務手当も

別問題でありますので、資料をいただいた

中を見ますと、年末年始の勤務手当、いわ

ゆる超勤もこれに加えてダブルカウント

していますので、それをしているところは、

大阪府下で５市なのです。大変、少ないわ

けでありますから、答弁があったように、

該当者しか対象にならないわけで、そうい

う全体の問題でありませんので、別の問題

として、早急に改善を求めておきたいと思

います。 

 あと、窓口業務だとか、下水と水道部の

統合問題、これ以上突っ込んだら所管外に

なりますので、また、後から聞かせていた

だきます。 

 集会所の問題です。トイレは、５３か所

中、４４か所であるという話で、ぜひ、希

望を聞いていただいて、希望がなくてもつ

くりましょうかということで、ぜひ、いっ

ていただきたいと思うのですけれども、西

川課長の決意を聞かせていただきたいと

思います。福祉的な内容を含めても活用し

ていきたいという話でありますけれども、

要は、行政側の立ち位置として、独特のこ

の５３か所あるというこの強みをどう生

かすのかという点では、行政の姿勢として

は、これを生かして、地域からもたくさん

集まっていただいて、いろんな問題につい

てもんでいただいて、いわゆる地域コミュ

ニティの拠点として使ってくださいよと、

こういう提案をしながら活用していただ

くという姿勢を示しながら、その中で、な

かなか使わないということもあろうかと

思いますし、一津屋の文化財を除けば、一

番最低で年間１５回が１か所あります。新

野々の集会所が１６回。ということは、ひ

と月に１回プラスアルファということな

のですけれども、これは、率直に実情はわ

かりませんけれども行っていただいて、そ

ういう形で活用したいのだけれども、一方

では財政問題もあるし、いわゆる集会所問

題についても議論していただいて、行政の

構えと住民の意向をもらいながら進めて

いただきたいということで、よろしくお願

いしておきたいと思います。 

 小規模修繕工事等登録制度の問題であ

ります。確かに、工夫していただいて、い

ろいろ改善があります。平成２４年度には、

各担当と参加事業者との懇談も行って、よ

り深めていただいたという経過もありま

すけれども、しかし、数字を言いますと、

平成２４年度、平成２５年度までは、ふえ

ているわけです。しかし、発注額が去年、

平成２５年度に比べたら平成２６年度は

逆に減っているわけです。これは、どう見

るかということです。確かに、平成１９年

度出発当初に比べたら、１０倍の発注をい

ただいておりますけれども、それで評価し

た上の話でありますけれども、これが何で

減ったのかということであります。公共施

設は、どんどん傷んでくるので、いろんな

需要は、たくさん、あるだろうと思うので

すけれども、なぜ、減ったのかという疑問

があるのですけれども、ただ、先ほど申し

上げた、この公平性とか平等性とのところ

で、もう少し大変だけれども、工夫してい

ただいて、徹底しながら、実際の金額もふ

やしていくと、発注もふやしていくという

努力を、ぜひ、求めておきますので、もし、

答弁できるのであれば答弁していただけ
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ればと思います。 

 人口ビジョンの問題です。課長のほうか

らは、国立社会保障人口問題研究所が示し

た将来人口で２０４０年で６万８，０００

人、２０６０年で５万３，７００人という

数字であります。 

 多分、僕は生きていないと思いますけれ

ども、そういう数字が示されておりますけ

れども、国では１億人の人口を維持しよう

ということで、出生率１．８％、そういう

数字も示しております。 

 総合計画をつくったときには、先ほど言

いましたように、１．４１％でありました。

今、１．５％ですから、伸びているわけで

す。こういう数字も力にしていただいて、

より子育て支援といいますか、生んで育て

ていただく環境という点では、より自信を

もって進んでいただいて、この平成３２年、

第４次総合計画の８万人と関係はわかり

ませんけれども、ぜひ、そういう多く皆さ

んが住んでいただけるような、施策なり環

境をつくっていくということで、積極的な

方向を、施策を伴った人口ビジョンをつく

っていただきたいということで、お伝えし

ておきます。 

 指定管理の問題であります。確かに、課

長がおっしゃったけれども、本来なら決算

審査委員会でありますので、平成２６年度、

出発して１年が過ぎたと、条例上、６０日

以内に意見を添えて評価書もつけると、い

わゆるこの議会での決算委員会のときに

は、そういう全体がまとまった状態で、決

算審査を受けるというのが、条例上の建前

なのです。 

 これが、現時点では、１１月しかまとま

らないということですね、結果としては。 

 それは、きちんと受けとめていただいて、

どうするかということになります。 

 この第２次の提言を出しました、その前

年度に、平成２４年７月１１日に、指定管

理者制度と外郭団体のあり方検討委員会

提言を出されています。 

 この中では、１年かけて、このあり方検

討委員会を７回やりました。 

 このまとめとして、指定管理者のセルフ

モニタリングを実施すること、市、施設所

管部署によるモニタリング評価を実施す

ること、利用者等によるモニタリングを行

うことと、この３点を述べているのです。 

 今回、実際、１年が過ぎました。指定管

理者から、事業報告書が出ましたけれども、

多分、評価書も出ていると思いますけれど

も、これを受けて、行政側として、ちゃん

としたモニタリングだとか、評価書をどう

するかと、これは、１１月にできるのだと

いう話であります。本来ならば、今、申し

あげたように、この決算審査委員会でもめ

る材料をそろえなければならないのです、

それができていません、これをどうするか

という話であります。 

 委員長にお願いしたいのですけれども、

この指定管理者制度について、条例上、ま

たは、指針上、書かれているとおりに、今

回、現時点で決算委員会で審査できません

ので、まとまった時点で総務常任委員会に

きちんと報告していただいて、協議ができ

る場を設けるように、努力をお願いしたい

と思います。 

 その点を含めて、今の時点でつかんでい

る分での何か話はないのでしょうか。この

問題については、これまでいろいろ僕らと

しても、問題にしてきましたので、各担当

に資料請求して、事業報告書を全ていただ

いております、これから分析をしますけれ

ども、担当として、もう一度、まとまった

ご答弁をいただいておきたいと思います。 



- 50 - 

 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４７分 休憩） 

（午後３時    再開） 

○三好義治委員長 休憩前に引き続き、再

開します。 

 答弁を求めます。 

 石原課長。 

○石原財政課長 それでは、財政にかかわ

りますご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１つ目の市債の平成２６年度末残

高のうち、利率の３．０超６．０以下のと

ころの繰り上げ償還という話であったか

と思います。 

 こちらの分につきましては、市中銀行の

４，８２３万１，０００円、こちらのほう

につきましては、平成２８年４月で償還終

了となります。 

 残りの財務省、ゆうちょ、それと、地方

公共団体金融機構、こちらのほうにつきま

しては、先ほど、特例措置で償還ができた

という時代がありましたけれども、現在は、

返還するときには、元金のみではなく、利

子とさらにその補償金が必要となってき

ますので、そこまでのリスクを負って繰り

上げ償還をするというのは、やはり、財政

的には、よくないのではないかなと考えて

おりますので、先の補正の４０億円で考え

ているものにつきましては、３．０以下の

ところで、この市中銀行、その他の金融機

関というところの部分について、今後、金

融機関と、これから、非常にタイトな交渉

になるかとは思いますけれども、繰り上げ

償還のできるものについては、積極的に取

り組んでいきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 それと、２点目の地方消費税交付金でご

ざいます。 

 こちらのほう、実は、平成２７年度予算

に、約１９億円の見込みを立てております。 

 こちらのほう、先ほど、ご答弁させてい

ただきましたように、府の見込みの伸び率

を前年度にかけさせていただきまして、１

９億円という数字を出させていただいて

おります。 

 平成２７年、平成２８年、平成２９年に

ついては、ほぼ同額というふうに見込んで

おりまして、最終の平成３０年度につきま

しては、２０億円といいますのは、平成２

９年４月に１０％になると、５％の時代に

地方消費税交付金というのが１０億円ご

ざいましたので、その倍の１０億円がここ

に増額されるということで、平成３０年度、

平成２９年４月に消費税アップの平年度

化した平成３０年度には、２０億円という

ことで見込んでおるところでございます。 

 それと、３つ目の中期財政見通しですけ

れども、こちらのほうで、これまでの行革

効果の金額、それと、今後、平成３５年度

までの赤字の累積を見たときに、それだけ

の第５次の行革の効果が出るのかという

ことでございましたが、第５次行革につい

ては、現在、平成２６年度から平成３０年

度までの計画となっております。 

 その後、やはり、その行革が終了したか

ら、全てが終わりということではなく、や

はり、その時代に合った事業の見直し等も

見ていかないといけないと思いますし、こ

の計画の中では、いろいろな指標も盛り込

んでおりまして、例えば、市債というのは、

約１５億円のキャップをはめております。 

 それは、逆算しますと、建設事業費のと

ころでは、２０億円の建設事業費を、大体

見込んでおりまして、市債というのが７

５％となりますので、市債が１５億円、逆

算して、今、建設事業費としては、枠とし

ては２０億円を見ているところでござい
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ますけれども、やはり、今後の経済状況に

よって、本市の場合、大きく変わってきま

すので、一定、ここにも主要事業を幾つか

列挙させていただいておりますけれども、

やはり、今後の財政状況によっては、この

建設事業費の先送りでありますとか、一旦、

立ちどまって見直していただくという場

面も、やはり、財政担当としましては、そ

ういうことも考えないといけないのでは、

そういうことがあってしかるべきではな

いかなというふうに考えているところで

ございます。 

 それと、小規模修繕工事の件ですけれど

も、平成２５年と平成２６年を比較します

と、小規模事業者への発注件数というのが、

若干、件数的には上がっておりますけれど

も、発注額が減っていると、詳細に、まだ、

分析のほうを申しわけなのですが、してお

らないのですけれども、単純に、これを見

る限り、単価差であったのかなというふう

に考えております。 

 ただ、それだけで済ますことはなく、し

っかり、この辺の分析もしながら、今後も、

そのときの社会状況等に合わせて、市内業

者の育成という観点もしっかりと含めて、

取り組みのほうをしていきたいと思って

おります。 

 また、他市の状況、府内でも数は少ない

ですけれども、この制度を取り入れている

ところもありますので、そういう状況もし

っかりとつかみながら、制度の構築に努め

ていきたいと思っております。 

○三好義治委員長 杉本部長。 

○杉本総務部長 中期財政見通しの件で、

若干、補足をさせていただきます。 

 委員のほうからも、今、この中期財政見

通し、夢がないとおっしゃったかと思いま

す。 

 我々ももちろん、赤字でしんどい、しん

どい、お金がないということばっかり言い

たいわけでは決してございません。 

 前の議会でも、べっぴんのまちをつくら

ないとというお話がどこかでおっしゃっ

た方おられたかと思うのですけれども、一

方で、そういうインフラの整備であるとか、

そういったものを進めていかないといけ

ない。 

 それを今回の中期財政見通しに盛り込

んでおります。道路の改修であるとか、千

里丘西地区でありますとかをやっており

ますけれども、一方で、中期財政見通しの

一番最後のところに社会保障関連事業費

というのがございます。 

 これを見ていただいたら、平成２７年か

ら平成３７年の間で、一般財源だけで６１

２億円という数字が出てきます。 

 先ほどのいわゆる事業費、さまざまな建

設等に係るものにつきましては、補助金を

抜きましたら、大体、１５０億円程度、市

債も含めてということになります。 

 ですから、先ほど、財政課長が申しまし

たように今後については、建設事業などは

立ちどまって考えないといけない時期が

来るかもしれません。 

 ただ、この社会保障関連の６００億円に

ついては、これは、待ったなしだと思って

おります。だから、それこそ社会保障に関

するお金というのは、これは削るわけには

いきませんから、これをまず賄うこととい

うのも、この中期財政見通しの大きな要素

として含んでいるということだけ申し添

えたいと思っております。 

○三好義治委員長 和田次長。 

○和田総務部次長 赤字欠損法人につい

ての見解ということで、ご説明をいたしま

す。 
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 手元に、全国の数字があるのですけれど

も、全国の欠損法人の割合は、７２．３％

です。 

 つまり、赤字欠損法人のほうが、圧倒的

に多いという状況になっています。 

 その状況から見れば、摂津市の状況、こ

れは、７２％、第９号、第８号につきまし

ては、７割以上が納税されているというこ

となので、良好ではないかという判断をし

ております。 

 次に、第２号法人の件ですけれども、か

ねてから、課税なし法人の特定ということ

でご照会があったのですけれども、一応、

特定されるということでお答えをしてお

りませんので、この件につきましては控え

させていただきます。 

○三好義治委員長 西川課長。 

○西川防災管財課長 野口委員の３回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 中期財政見通しの中に含まれておりま

す八町団地の建て替えについてでござい

ます。 

 鳥飼八町団地につきましては、平屋の木

造住宅で１６戸、現在、建っております。 

 建て替えにつきましては、この１６戸を

そのまま維持するというような考えでお

ります。 

 市内ほかの３団地含めて、２１０戸、こ

れを基本としてございます。数をふやすと

いうことは、基本的には考えておりません。

といいますのは、市内には府営住宅が１，

０３０戸ございますので、そちらと補完し

合えるものだというふうに考えておりま

す。 

 集会所のトイレにつきましては、繰り返

しになりますが、５３か所のうち４４か所

ございます。限られた予算でございますが、

地元と協議をしながら進めていきたいと

いうふうに思っております。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 指定管理の評価に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 全体、指定管理を総括する政策推進課の

立場で、大きな流れのお話をまずさせてい

ただきたいのですけれども、平成２６年度

から、本格的な公募がスタートいたしまし

て、また、ことしから、まだオープンにし

ておりませんけれども、毎年の評価体制が

始まります。 

 指定管理制度、転換期に入ったと印象を

持っております。 

 特に、この平成２６年から民間が参入い

たしましたところ、例えば、小川駐車場２

４時間態勢になりましたり、市営住宅も２

４時間トラブル対応になりましたり、いい

意味での効果が出ておると思います。 

 また、今、それぞれの施設の評価、取り

まとめで、私も目を通したのですけれども、

全体の印象といたしましては、それぞれの

指定管理者が、利用者の満足度を高めよう

と、いろいろ試行錯誤しているなという印

象を持っております。 

 特に、もうちょっと踏み込んで申し上げ

ましたら、外郭団体が、例えば、民間事業

者が入った、外郭団体がちょっとこれはと、

いい意味で刺激される、いろいろ、今後、

どういうふうにすれば利用者の方に喜ん

でもらえるだろうというのを、いろいろ考

えをめぐらされているのが、その評価書の

中から読み取れる状況でございます。 

 また、指定管理全体のお話なんですけれ

ども、指定管理、基本５年でございますの

で、毎年の評価、チェック、何もなければ、

漫然と何も積み上がりません。 

 ただ、毎年のこれからの評価をしっかり

としていけば、同じ業者が５年見るわけで
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すから、毎年改善が積み重なっていく、長

い期間をかければ、随分、利用者の方にと

っていい施設になると私は考えておりま

す。 

 それを、ちゃんと進めるために、この行

革の中で、毎年の評価というのをうたって

おりますし、それを政策推進課、また、担

当課が上手に進めていけるように指定管

理者を指導していきたいと考えておりま

す。 

 委員がご指摘の事業報告書でございま

す。確かに、条例に６０日以内というふう

に書かれておりまして、これは、我々市の

ほうに６０日以内に頂戴しているのです

けれども、評価書については、おっしゃる

ように指針の中で評価書を出すこととい

うふうに定めております。 

 特に、期限は、市の中では切っていない

のですけれども、この決算審査委員会に間

に合うように出すのが、本来の筋だと考え

ておりますので、おくればせながら、また、

近々、１１月に評価書がまとまりましたら、

まずは、委員の皆様に何らかの形で報告で

きる機会を設けていただければと考えて

おります。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、終わりますけれ

ども、これから、国の地方創生との関係も

あり、今、事業を進められている人口ビジ

ョンとか、地方版総合戦略とか、いわゆる、

基本的な行政の方向づけの方針を決めて

いくということにしながら、それをもとに

して、また、今後の将来の摂津市をつくっ

ていくというふうになっていますので、そ

ういう点では、職員の皆さんも大変かと思

いますけれども、８万５，０００人の市民

の方々がそのバックにいるのだというこ

とを常に考えていただいて、この前、国会

では、労働者派遣法が改悪されて、より働

く皆さんは大変な状況になると、そうしま

すと、収入が少なくなるわけで、そういう

ことも出てきていますので、より市民の

方々もしんどいと、行政もしんどいかもわ

からないけれども、そういう点もぜひくみ

取っていただいて、８万５，０００人の市

民の暮らしを守るということで頑張って

いただきたいということを、いつもですけ

れども、再度、申し上げて終わります。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後３時１４分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○三好義治委員長 再開いたします。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ散会

します。 

（午後３時１６分 散会） 
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